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は
じ
め
に

　
一
八
七
六
年
の
開
国
後
、
朝
鮮
に
お
い
て
は
「
近
代
化
」
の
一
環
と
し
て
、
近
代
法
の
導
入
と
そ
れ
に
伴
う
法
学
教
育
が
進
め
ら

れ
て
い
っ
た
。
甲
午
改
革
に
よ
っ
て
裁
判
所
構
成
法
が
制
定
さ
れ
た
の
を
受
け
、
司
法
官
の
養
成
の
た
め
に
、
一
八
九
五
年
に
は
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

官
養
成
所
が
設
立
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
〇
五
年
に
は
普
成
専
門
学
校
（
現
高
麗
大
学
校
）
が
設
立
さ
れ
、
法
学
の
専
門
教
育
が
目

　
　
（
2
）

指
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
朝
鮮
に
お
い
て
憲
法
学
も
徐
々
に
そ
の
形
態
を
整
え
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
講
義
の
設
置
に
伴
っ
て
、

憲
法
の
教
科
書
も
相
次
い
で
出
さ
れ
る
。
金
孝
全
氏
に
よ
る
当
時
の
法
律
関
係
文
献
に
関
す
る
詳
細
な
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
九
〇
七

年
に
趙
聲
九
の
『
憲
法
』
が
、
一
九
〇
八
年
に
、
愈
致
衡
、
金
祥
演
、
朴
勝
彬
の
三
人
に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
『
憲
法
』
と
題
す
る
教
科

　
　
　
　
（
3
）

書
が
出
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
朴
勝
彬
の
『
憲
法
』
は
い
ま
だ
入
手
で
き
な
い
が
、
他
の
三
著
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
に
既
に
別
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

論
稿
で
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
教
科
書
は
著
者
た
ち
の
学
ん
だ
日
本
の
憲
法
概
論
の
内
容
を
ほ
ぽ
翻
訳
し
た
形
で
書
か
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
は
、
当
時
同
じ
く
相
次
い
で
出
さ
れ
た
他
の
分
野
の
教
科
書
と
大
差
は
な
い
。
し
か
し
、
近
代

法
お
よ
び
法
学
の
受
容
過
程
で
憲
法
学
に
お
け
る
特
有
の
問
題
点
は
、
こ
れ
が
当
時
の
朝
鮮
の
国
家
状
況
と
密
接
な
連
関
を
も
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
他
の
法
分
野
に
お
い
て
も
朝
鮮
の
伝
統
社
会
秩
序
と
西
洋
近
代
の
生
ん
だ
法
観
念
の
摩
擦
が

大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
学
に
お
け
る
問
題
は
、
開
国
に
よ
っ
て
外
圧
と
対
峙
せ
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
た
国
家
が
「
自
主
独
立
」
の
道
を
模
索
す
る
な
か
で
、
国
家
概
念
を
い
か
に
定
立
す
る
か
は
そ
の
後
の
国
家
の
方
向

性
に
と
っ
て
大
き
な
政
治
的
重
要
性
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
朝
鮮
に
は
、
憲
法
学
が

諸
学
校
で
講
じ
は
じ
め
ら
れ
た
時
点
で
い
ま
だ
憲
法
と
い
え
る
よ
う
な
法
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
こ
の
時
点
の
朝
鮮
に
お
い
て
は
、
近
代
的
な
国
家
の
基
盤
が
形
だ
け
で
も
で
き
あ
が
る
以
前
に
、
す
な
わ
ち
旧
来
の
国
家
状
況
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の
継
続
す
る
な
か
で
、
国
家
概
念
を
提
示
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
任
務
が
憲
法
学
に
課
さ
れ
る
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
こ
う
し
た
な
か
で
『
憲
法
』
の
教
科
書
は
、
主
に
日
本
に
留
学
し
た
者
な
い
し
そ
の
影
響
を
受
け
た
者
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
。

こ
れ
は
当
時
す
で
に
日
本
の
朝
鮮
に
対
す
る
関
与
が
大
き
く
な
っ
て
い
た
こ
と
と
と
も
に
、
朝
鮮
の
近
代
化
を
指
導
し
た
開
化
派
の

多
く
が
日
本
を
モ
デ
ル
と
し
た
近
代
化
を
目
指
し
て
い
た
事
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
先
に
挙
げ
た
四
つ
の
憲
法
の

教
科
書
の
う
ち
日
本
に
留
学
し
た
愈
致
衡
と
金
祥
演
の
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
穂
積
八
束
と
副
島
義
一
の
著
書
と
極
め
て
類
似
し
た
内

容
を
示
し
て
い
る
。
日
本
で
愈
致
衡
が
東
京
法
学
院
（
現
中
央
大
学
）
に
、
金
祥
演
が
早
稲
田
に
籍
を
置
い
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら

ば
、
か
れ
ら
が
そ
こ
で
聞
い
た
講
義
を
参
考
に
自
ら
の
教
科
書
を
作
り
ヒ
げ
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら

ば
、
か
れ
ら
の
教
科
書
は
た
ま
た
ま
留
学
し
た
先
で
た
ま
た
ま
教
え
て
い
た
教
授
の
講
義
の
単
な
る
翻
訳
と
だ
け
捉
え
る
べ
き
も
の

で
あ
る
の
か
。
た
と
え
か
な
り
の
程
度
の
偶
然
に
作
用
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
は
い
え
、
日
本
の
特
定
の
学
者
の
理
論
を
学
び
、

そ
れ
を
受
容
し
た
際
、
か
れ
ら
が
本
国
に
何
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
、
当
時
の
朝
鮮
の
国
家
観
を
考
え
る
手
が
か

り
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
特
に
愈
致
衡
の
『
憲
法
』
が
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。
す
な
わ

ち
、
一
見
翻
訳
に
近
い
愈
致
衡
の
教
科
書
と
そ
の
元
に
な
っ
た
穂
積
の
原
典
と
の
比
較
を
通
し
て
、
当
時
の
朝
鮮
留
学
生
が
穂
積
八

束
の
憲
法
理
論
に
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
機
能
を
見
い
だ
し
、
ど
の
よ
う
な
国
家
概
念
を
選
択
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
考
察
す
る
。

愈
致
衡
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
第
一
に
、
か
れ
の
依
拠
し
た
の
が
穂
積
八
束
の
理
論
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
、
特
に
朝
鮮
と

日
本
の
歴
史
的
関
係
に
と
っ
て
は
興
味
深
い
要
素
を
も
っ
て
い
る
た
め
、
第
二
に
、
か
れ
の
教
科
書
が
穂
積
の
教
科
書
な
い
し
講
義

録
と
類
似
し
て
は
い
る
も
の
の
微
妙
に
異
な
っ
た
構
成
を
と
っ
て
い
る
た
め
と
い
う
理
由
に
基
づ
く
。
ま
た
第
三
に
、
か
れ
が
日
本

で
穂
積
憲
法
学
に
接
し
た
当
時
が
、
穂
積
自
身
、
そ
の
理
論
を
整
備
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
あ
た
っ
た
と
い
う
点
で
も
、
そ
れ
が
日
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本
の
外
で
ど
う
受
け
止
め
ら
れ
た
か
は
重
要
な
論
点
と
な
り
得
る
。
な
お
付
言
す
る
な
ら
ば
、
愈
致
衡
は
、
戦
後
大
韓
民
国
第
一
共

和
国
憲
法
の
草
案
を
起
草
し
、
韓
国
憲
法
の
父
と
い
わ
れ
る
愈
鎭
午
の
父
で
あ
る
。
愈
鎭
午
が
ど
の
程
度
父
か
ら
影
響
を
受
け
た
か

は
別
途
論
ず
べ
き
問
題
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
点
で
も
、
か
れ
の
教
科
書
は
韓
国
憲
法
思
想
の
形
成
に
と
っ
て
興
味
深
い
意
義
を

も
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

二
　
愈
致
衡
の
経
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
愈
致
衡
（
一
八
七
七
－
一
九
三
三
）
の
生
涯
に
つ
い
て
は
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
若
干
の
経
歴
を
記
し
て
お
く
。

　
か
れ
は
愈
吉
溶
と
同
じ
家
系
の
出
身
で
あ
り
、
一
八
九
五
年
三
月
に
官
費
留
学
生
と
し
て
日
本
に
留
学
し
た
。
慶
鷹
義
塾
普
通
科

で
一
年
半
学
ん
だ
後
、
東
京
法
学
院
に
入
学
し
、
法
律
学
を
三
年
間
勉
強
し
て
、
一
八
九
九
年
七
月
一
二
日
に
卒
業
し
て
い
る
。
ま

た
、
そ
の
後
、
司
法
省
や
裁
判
所
等
に
お
い
て
修
習
を
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
か
れ
の
日
本
で
の
生
活
は
、
そ
の
一
部
が
日
記
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て
残
っ
て
お
り
、
ソ
ウ
ル
大
学
の
法
学
研
究
所
に
よ
っ
て
「
愈
致
衡
日
記
」
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
残
っ
て
い
る
の

は
、
朝
鮮
を
出
発
す
る
時
点
か
ら
、
同
年
一
〇
月
二
九
日
ま
で
の
間
の
内
容
で
、
東
京
法
学
院
に
入
学
し
て
か
ら
の
生
活
は
出
て
こ

な
い
。

　
一
八
九
九
年
一
一
月
三
〇
日
に
朝
鮮
に
帰
国
し
、
当
初
私
立
の
鉄
道
学
校
の
教
師
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
〇
一
年
九
月

に
は
、
法
部
の
法
律
起
革
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
の
、
す
ぐ
に
職
を
解
か
れ
て
い
る
。
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
九
〇

四
年
二
月
に
は
駐
英
公
使
館
三
等
参
事
官
に
な
る
が
、
政
情
の
変
化
に
伴
い
、
宮
内
府
会
計
課
長
、
制
度
局
参
事
官
、
帝
室
貯
政
会

議
記
事
長
な
ど
を
勤
め
、
一
九
〇
七
年
月
に
は
修
学
院
教
官
に
任
命
さ
れ
た
。
ま
た
大
東
専
門
学
校
、
普
成
専
門
学
校
に
も
出
講
し

て
い
る
。
か
れ
は
そ
の
後
も
一
九
コ
ニ
年
ま
で
官
僚
と
し
て
の
道
を
歩
ん
だ
が
、
一
九
一
三
年
四
月
か
ら
韓
城
銀
行
に
入
っ
て
、
取
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締
役
ま
で
勤
め
、
一
九
三
三
年
に
五
六
歳
で
そ
の
生
涯
を
終
え
た
。

　
愈
致
衡
は
当
時
の
他
の
多
く
の
著
者
た
ち
と
同
様
、
憲
法
の
み
を
専
門
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
他
に
も
、
物
権
法
や
海
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

法
、
経
済
学
な
ど
多
く
の
分
野
で
講
義
な
い
し
教
科
書
執
筆
（
ま
た
は
講
述
）
を
行
っ
て
い
る
。
憲
法
に
つ
い
て
の
叙
述
と
し
て
現

存
す
る
も
の
は
、
こ
こ
で
扱
う
教
科
書
の
み
の
よ
う
で
あ
り
、
必
ず
し
も
憲
法
理
論
に
つ
い
て
の
深
い
洞
察
が
期
待
で
き
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
よ
り
も
前
述
の
よ
う
に
一
人
の
朝
鮮
人
が
穂
積
の
理
論
を
ど
う
理
解
し
、
何
を
伝
え
よ
う
と
し

た
か
を
重
視
し
て
両
者
の
比
較
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

三
　
愈
致
衡
『
憲
法
』
の
目
的
と
穂
積
八
束
の
講
義
録

愈致衡と穂積八束

　
一
九
〇
七
、
八
年
に
朝
鮮
で
出
さ
れ
た
教
科
書
の
な
か
で
も
、
愈
致
衡
の
も
の
は
自
ら
が
出
典
を
明
示
し
て
い
る
点
で
他
の
教
科

書
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　
『
憲
法
』
の
「
緒
言
」
の
部
分
で
、
愈
は
ま
ず
憲
法
に
関
し
て
「
我
が
国
の
よ
う
な
専
制
君
主
国
に
あ
っ
て
は
」
特
に
世
人
が
間

違
っ
た
理
解
を
有
し
て
い
る
と
し
、
こ
の
誤
解
を
打
破
し
て
の
ち
、
講
義
を
始
め
る
事
に
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
　
そ
し
て
か
れ
は
、

憲
法
の
明
文
が
な
い
現
状
で
は
、
「
専
制
君
主
観
念
に
最
適
な
ド
イ
ツ
お
よ
び
日
本
の
憲
法
を
講
究
す
る
」
ほ
か
に
は
な
い
と
し
て
、

ド
イ
ツ
憲
法
に
つ
い
て
は
「
国
家
学
」
の
講
述
に
お
い
て
、
日
本
の
憲
法
に
つ
い
て
は
こ
の
『
憲
法
』
に
お
い
て
述
べ
る
と
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

だ
が
、
こ
こ
で
専
主
制
の
方
針
に
つ
い
て
『
憲
法
』
で
は
穂
積
八
束
の
講
義
を
「
準
拠
採
用
」
す
る
と
明
言
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
大
韓
帝
国
が
専
制
君
主
制
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
、
一
八
九
九
年
の
大
韓
国
国
制
二
条
の
明
記
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
愈
の

「
国
家
学
」
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
た
め
、
か
れ
が
ド
イ
ツ
憲
法
に
つ
い
て
誰
の
見
解
を
参
考
に

し
て
こ
れ
を
専
制
君
主
国
に
最
適
な
も
の
と
捉
え
た
か
は
残
念
な
が
ら
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
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愈
が
こ
の
か
れ
の
著
書
を
「
専
制
君
主
国
」
た
る
大
韓
帝
国
の
た
め
に
作
り
、
ま
た
穂
積
の
議
論
を
専
制
君
主
制
の
た
め
の
議
論
と

理
解
し
た
上
で
採
用
し
た
と
い
う
事
で
あ
る
。

　
で
は
、
か
れ
は
穂
積
の
ど
の
よ
う
な
講
義
を
参
考
に
し
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
金
孝
全
氏
は
、
か
れ
が
参
考
に
し
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

明
治
二
九
年
に
出
版
さ
れ
た
『
国
民
教
育
憲
法
大
意
』
　
（
同
氏
は
『
憲
法
大
意
』
と
の
み
記
し
て
い
る
が
、
出
版
年
お
よ
び
頁
数
か
ら
見

て
同
著
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
、
以
下
『
大
意
』
と
呼
ぶ
）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
同
著
と
穂
積
の
教
科
書
の
目
次
を
見
る
と
確
か
に

ほ
ぼ
同
じ
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
本
が
出
版
さ
れ
た
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
年
）
と
い
う
年
が
愈
が
東

京
法
学
院
で
法
律
を
勉
強
し
は
じ
め
た
年
で
あ
っ
た
事
、
さ
ら
に
こ
の
穂
積
の
著
書
が
十
数
万
部
を
記
録
し
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ

　
　
（
n
）

っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
愈
が
こ
の
書
を
参
考
に
し
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
よ
り
注
意
を

払
う
べ
き
も
の
は
、
当
時
の
中
央
大
学
（
東
京
法
学
院
）
の
講
義
録
で
あ
る
。
穂
積
八
束
は
一
八
九
〇
年
よ
り
同
校
で
講
義
を
行
っ

て
お
り
、
当
時
の
講
義
録
の
多
く
は
中
央
大
学
に
お
い
て
保
存
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
年
代
が
不
明
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
う
ち
、
い
く
つ
か
の
も
の
は
国
会
図
書
館
に
も
年
代
を
記
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
東
京
法
学
院
二
九
年
度
第
二

年
級
講
義
録
」
と
書
か
れ
た
穂
積
八
束
講
述
、
熊
川
元
重
編
輯
の
『
帝
国
憲
法
』
（
以
下
『
二
九
年
度
版
』
と
呼
ぶ
）
と
「
三
二
年
度

講
義
」
（
一
八
九
九
年
）
と
書
か
れ
た
謄
写
版
の
穂
積
八
束
著
『
帝
国
憲
法
』
全
一
六
七
頁
（
以
下
『
三
二
年
度
版
A
』
と
呼
ぶ
）
、
同

じ
く
謄
写
版
で
「
三
二
年
度
講
義
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
や
や
内
容
の
異
な
る
穂
積
八
束
述
『
帝
国
憲
法
』
全
二
七
五
頁
（
以
下

『
三
二
年
度
版
B
』
と
呼
ぶ
）
が
あ
る
。
愈
が
中
央
大
学
（
東
京
法
学
院
）
に
学
ん
だ
の
が
、
一
八
九
六
年
七
月
か
ら
一
八
九
九
年
七

月
ま
で
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
内
容
に
近
い
講
義
を
か
れ
が
聴
講
し
た
可
能
性
が
高
い
。
事
実
、
こ

れ
ら
の
講
義
録
を
見
る
と
、
愈
の
著
書
に
『
大
意
』
よ
り
も
近
い
内
容
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
以
上
の
講
義
録
、
さ
ら
に
年
代

の
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
穂
積
八
束
述
、
田
中
文
蔵
編
『
帝
国
憲
法
』
（
東
京
法
学
院
二
八
年
度
第
二
年
級
講
義
録
）
、

「
中
央
大
学
発
行
」
と
な
っ
て
い
る
「
穂
積
八
束
博
士
講
述
」
の
明
治
四
〇
年
度
法
律
科
第
一
学
年
講
義
録
『
憲
法
』
、
同
明
治
四
一
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（
1
2
）

年
度
版
な
ど
も
参
照
し
つ
つ
、

穂
積
と
愈
の
叙
述
の
比
較
を
行
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

愈致衡と穂積八束

　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
愈
致
衡
『
憲
法
』
の
構
成
に
お
け
る
独
自
性

　
愈
の
国
家
概
念
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
か
れ
の
『
憲
法
』
の
構
成
と
の
関
連
で
愈
の
穂
積
の
理
論
に
対
す
る
理
解
と
両
者
の
理
論
の

異
同
を
考
え
て
み
た
い
。

　
愈
の
『
憲
法
』
と
穂
積
の
著
書
な
い
し
講
義
録
を
比
べ
る
と
、
い
ず
れ
も
第
一
編
か
ら
第
五
編
ま
で
に
分
け
ら
れ
た
目
次
の
う
ち
、

第
二
編
か
ら
第
五
編
ま
で
の
タ
イ
ト
ル
は
同
一
な
の
に
対
し
、
第
一
編
の
タ
イ
ト
ル
の
み
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ

く
。
愈
致
衡
の
教
科
書
で
は
第
一
編
の
タ
イ
ト
ル
は
「
国
家
」
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
「
国
家
」
、
「
憲
法
」
の
二
つ
の
章
が
置
か
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
穂
積
の
『
大
意
』
お
よ
び
講
義
録
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
『
大
意
』

　
　
　
第
一
編
　
國
膿

　
　
　
　
第
一
章
　
國
家

　
　
　
　
第
二
章
　
君
主
國
禮

　
　
　
　
第
三
章
　
憲
法

　
　
『
二
九
年
度
版
』

　
　
　
第
一
編
　
公
法
ノ
概
念

　
　
　
　
第
一
章
　
法
及
ヒ
法
ノ
性
質

　
　
　
　
第
二
章
　
公
法
及
ヒ
私
法
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第
三
章
　
國
家

　
第
四
章
　
國
髄

『
三
二
年
度
版
A
』

　
第
一
編
　
公
法
論

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

法
及
法
ノ
作
用

公
法

國
家

國
体
及
政
体

憲
法

30

『
三
二
年
度
版
B
』

第
一
編
　
公
法

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

法
及
法
ノ
性
質

公
法
ノ
観
念

國
家

國
体
及
政
体

憲
法

　
こ
れ
ら
の
相
違
に
お
い
て
目
に
留
ま
る
の
は
、
第
一
に
穂
積
の
理
論
の
核
と
い
え
る
国
体
に
関
す
る
章
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

れ
な
い
こ
と
、
第
二
に
穂
積
の
講
義
録
が
扱
う
公
法
概
念
に
つ
い
て
愈
が
触
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

愈
の
教
科
書
に
見
ら



以
下
、
こ
の
二
つ
の
観
点
を
基
点
と
し
て
愈
の
国
家
観
念
を
考
察
す
る
。

愈致衡と穂積八束

　
1
　
国
体
の
位
置
づ
け

　
前
記
の
第
一
の
点
す
な
わ
ち
国
体
に
関
し
て
い
え
ば
、
こ
の
こ
と
は
し
か
し
な
が
ら
、
即
、
愈
が
国
体
に
触
れ
て
い
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
愈
も
「
憲
法
」
の
章
に
お
い
て
国
体
の
概
念
を
用
い
て
政
体
と
の
相
違
を
説
明
し
て
い
る
。
「
憲
法
」

の
章
に
お
い
て
、
愈
は
実
質
的
意
義
の
憲
法
と
形
式
的
意
義
の
憲
法
の
叙
述
か
ら
始
め
て
い
る
。
実
質
的
意
義
の
憲
法
と
は
、
「
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
政
体
を
規
定
す
る
法
則
」
、
あ
る
い
は
「
国
体
、
政
体
の
原
則
を
定
め
た
も
の
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
、
形
式
的
意
義
の
憲
法
と

は
、
「
法
律
に
よ
っ
て
変
更
、
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
最
高
の
国
法
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
国
体
と
政
体
に
つ
い
て
の
愈
の
叙

述
は
、
形
式
的
意
味
の
憲
法
に
限
定
し
て
説
明
を
展
開
す
る
穂
積
の
『
大
意
』
に
比
し
、
よ
り
詳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
国
体

は
主
権
が
ど
こ
に
存
在
す
る
か
に
よ
る
区
別
で
あ
り
、
政
体
は
主
権
が
い
か
に
行
使
さ
れ
、
人
民
は
い
か
に
統
括
さ
れ
る
か
、
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

わ
ち
、
政
治
の
形
式
手
続
如
何
に
よ
る
区
別
で
あ
る
と
い
う
愈
の
区
別
は
、
国
体
を
「
主
権
ガ
何
者
ノ
手
二
存
在
ス
ル
カ
ニ
依
リ
テ

区
別
セ
ラ
レ
」
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
政
体
を
「
主
権
ガ
如
何
二
行
使
セ
ラ
ル
」
る
か
に
よ
る
区
別
で
あ
る
と
す
る
穂
積
の
『
二
九

　
　
（
1
7
）

年
度
版
』
に
お
け
る
叙
述
と
類
似
し
て
い
る
。

　
穂
積
の
講
義
録
で
は
、
『
大
意
』
と
異
な
り
、
二
九
年
度
版
、
三
二
年
度
版
の
い
ず
れ
も
前
記
の
目
次
の
内
容
に
示
さ
れ
る
よ
う

に
、
法
の
観
念
か
ら
説
き
起
こ
し
て
、
公
法
の
概
念
を
説
明
し
、
国
家
の
説
明
に
入
っ
て
ゆ
く
と
い
う
手
法
が
採
ら
れ
て
お
り
、
国

家
の
説
明
の
延
長
で
国
体
と
政
体
の
概
念
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
愈
の
叙
述
は
こ
こ
で
も
、
日
本
の
憲
法
の
平
易
な
解
説
に
焦
点
を

絞
っ
た
『
大
意
』
よ
り
も
、
講
義
録
の
う
ち
の
法
に
つ
い
て
の
一
般
的
説
明
を
除
い
た
国
家
に
関
す
る
部
分
か
ら
受
け
継
い
で
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
穂
積
の
一
連
の
講
義
録
で
は
、
『
二
九
年
度
版
』
で
は
「
憲
法
」
の
章
が
な
く
、
二
つ
の
『
三
二
年
度
版
』
で

は
一
編
の
末
尾
に
「
憲
法
」
の
章
が
付
け
加
え
ら
れ
、
『
四
〇
年
度
版
』
で
は
第
一
編
の
タ
イ
ト
ル
自
身
が
「
国
家
」
と
な
り
、
さ
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ら
に
そ
の
な
か
に
「
国
家
」
「
国
体
」
「
政
体
」
「
憲
法
」
と
い
っ
た
各
章
が
設
け
ら
れ
る
と
い
う
構
成
に
変
化
し
て
い
っ
て
い
る
。

愈
は
こ
の
『
四
〇
年
度
版
』
と
似
た
構
成
（
「
国
家
」
の
編
の
な
か
に
「
国
家
」
と
「
憲
法
」
の
二
章
を
置
い
た
）
を
採
り
つ
つ
も
、
あ

え
て
「
国
体
」
「
政
体
」
の
章
を
設
け
ず
、
「
憲
法
」
の
章
で
国
体
、
政
体
を
論
じ
て
い
る
。
国
体
、
政
体
の
概
念
に
触
れ
る
の
が
、

「
国
家
」
に
関
す
る
章
で
は
な
く
「
憲
法
」
の
章
で
あ
る
と
い
う
章
建
て
の
間
題
を
除
け
ば
、
両
者
の
叙
述
は
類
似
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
愈
の
教
科
書
の
第
一
編
「
国
家
」
で
は
一
般
的
な
国
家
概
念
、
憲
法
概
念
に
つ
い
て
の
考
察
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

な
か
で
憲
法
と
国
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
愈
は
、
憲
法
の
制
定
、
改
正
、
変
更
は
、
国
体
に
は
無
関
係
で
政
体
の
変
更
に
止
ま
る

も
の
と
し
て
お
り
、
憲
法
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
最
も
注
意
す
べ
き
は
国
体
と
政
体
と
が
全
く
異
な
る
観
念
で
あ
る
点
だ
と
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
、
さ
ら
に
加
え
て
立
憲
政
体
が
必
ず
し
も
共
和
国
体
と
い
う
特
定
の
国
体
に
結
び
付
く
べ
き
も
の
で
は

（
1
8
）

な
い
と
い
う
考
え
方
に
関
し
て
は
、
穂
積
の
『
三
二
年
度
版
A
』
で
か
な
り
詳
細
な
説
明
が
み
ら
れ
る
し
、
『
四
一
年
度
版
』
で
も

　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

国
体
に
関
す
る
説
明
で
ほ
ぼ
同
じ
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
章
立
て
に
お
い
て
相
違
が
生
じ
て
い
る
の
か
。
穂
積
が
主
権
の
観
念
と
国
家
の
観
念
と
が
同
一
に
帰
す
る
こ
と
は
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

本
の
国
体
の
特
質
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
か
れ
が
国
体
と
政
体
の
問
題
を
憲
法
の
説
明
で
は
な
く
国
家
の
観

念
の
延
長
で
論
じ
て
い
る
こ
と
は
納
得
で
き
る
。
他
方
、
愈
は
「
憲
法
」
の
章
の
国
体
と
憲
法
に
関
す
る
部
分
で
日
本
の
憲
法
に
言

　
　
　
（
2
1
）

及
し
て
い
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
憲
法
は
君
主
の
欽
定
憲
法
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
憲
法
は
君
主
の
命
令
で
は
な
い
と

い
う
説
明
が
さ
れ
る
の
は
、
間
違
っ
て
い
る
。
法
は
「
社
会
の
公
権
力
す
な
わ
ち
国
家
主
権
が
制
定
」
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
が

国
家
を
成
立
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
「
故
に
主
権
が
あ
っ
て
し
か
る
後
に
憲
法
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
主
権
が
本
で
、
憲
法
は
末
で

あ
る
」
。
日
本
の
憲
法
は
最
高
の
力
を
有
す
る
国
法
で
あ
っ
て
法
律
、
命
令
等
憲
法
以
下
の
力
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
憲
法
は
政
体
の
規
則
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
万
世
不
易
」
で
は
な
い
。
憲
法
の
変
更
は
政
体
の
変
更
に
す
ぎ
ず
、
国
体
に
影

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

響
は
な
い
。
こ
こ
に
日
本
の
国
体
の
憲
法
に
対
す
る
「
特
種
関
係
」
が
あ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
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以
上
の
猷
の
説
明
の
前
半
、
す
な
わ
ち
、
憲
法
が
主
権
者
の
命
令
で
あ
り
、
法
は
国
家
主
権
が
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の

は
、
穂
積
の
説
明
と
同
一
で
あ
る
が
、
後
半
で
は
、
穂
積
の
叙
述
よ
り
も
明
確
に
、
国
体
は
憲
法
に
お
い
て
示
さ
れ
て
は
い
て
も
、

憲
法
自
体
が
当
該
国
家
の
国
体
を
決
定
・
変
更
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
憲
法
の
規
定
は
政
体
の
何
た
る
か
を
規
定
す
る
こ
と
に
そ

の
重
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
愈
の
叙
述
は
日
本
の
憲
法
に
限
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
国
体
と

憲
法
と
の
「
特
種
関
係
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
れ
は
日
本
の
国
体
の
特
殊
性
を
指
摘
し
た
上
で
、
朝
鮮
が
そ
れ
を
採

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）

り
入
れ
る
か
ど
う
か
は
い
ま
だ
開
か
れ
た
ま
ま
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　
日
本
の
憲
法
を
離
れ
た
一
般
論
の
部
分
で
は
、
命
は
「
何
人
が
主
権
者
か
、
ま
た
そ
の
主
権
は
い
か
な
る
方
法
形
式
で
行
使
さ
れ

る
か
」
と
い
う
問
題
は
「
国
家
た
る
性
質
に
直
接
関
係
が
な
く
こ
の
問
題
を
決
す
る
者
は
各
国
の
特
別
に
制
定
す
る
憲
法
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
V

と
い
う
独
自
の
叙
述
を
付
け
加
え
て
い
る
。
こ
の
説
明
は
前
述
の
「
憲
法
が
国
体
を
決
定
す
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
考
え
方
と
矛

盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
お
よ
そ
国
家
の
一
般
的
定
義
か
ら
国
体
、
政
体
が
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
各
国
の
政
体
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

国
体
の
問
題
を
明
白
に
す
る
の
は
憲
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
と
異
な
り
、
憲
法
典
を
い

ま
だ
も
た
な
い
朝
鮮
に
お
い
て
は
、
法
典
の
内
容
に
沿
っ
た
憲
法
の
説
明
を
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
憲
法
と
は
そ
も

そ
も
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
理
解
も
定
着
し
て
い
な
い
。
既
存
の
憲
法
典
の
あ
る
な
か
で
国
体
、
政
体
の
問
題
を
取
り
上
げ
た

穂
積
と
違
い
、
憲
法
の
な
い
と
こ
ろ
で
の
か
れ
の
叙
述
は
憲
法
の
内
容
を
明
確
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し

た
状
況
で
国
体
と
政
体
と
の
議
論
を
「
国
家
」
の
章
で
は
な
く
、
ま
た
独
立
し
た
章
を
設
け
る
の
で
も
な
く
「
憲
法
」
の
章
の
な
か

で
論
じ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
憲
法
で
明
確
に
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た

と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
緒
言
に
お
い
て
も
特
に
喚
起
を
促
さ
れ
て
お
り
、
憲
法
も
ま
た
「
一
法
律
に
過
ぎ
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、

「
人
民
は
勿
論
遵
守
服
従
の
義
務
が
あ
る
」
が
、
「
君
主
は
他
の
法
律
と
同
様
、
廃
止
、
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た
上
で
、

た
だ
、
し
か
し
な
が
ら
、
憲
法
は
他
の
法
よ
り
も
「
首
位
」
に
た
つ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
法
律
を
制
定
、
廃
止
、
変
更
す
る
君
主
で
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あ
っ
て
も
、
「
萬
機
総
撹
に
あ
た
っ
て
君
主
固
有
無
限
の
権
力
に
の
み
よ
る
の
で
は
な
く
、
君
主
の
意
思
を
発
表
し
て
臣
民
に
宣
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

す
る
こ
の
憲
法
條
規
を
遵
守
施
行
す
る
」
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
に
表
わ
れ
て
い
る
。

　
以
上
を
考
え
れ
ば
、
「
専
制
君
主
国
に
最
適
な
」
と
い
い
な
が
ら
も
、
こ
の
本
文
で
は
朝
鮮
の
国
体
が
果
た
し
て
何
で
あ
る
か
に

触
れ
ず
、
こ
れ
を
敢
え
て
国
家
で
は
な
く
憲
法
の
問
題
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
愈
の
教
科
書
の
、
穂
積
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
穂
積
の
特
殊

日
本
的
な
国
体
論
と
は
一
線
を
画
し
た
、
あ
る
意
味
で
（
「
近
代
的
」
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
）
立
憲
主
義
的
な
指
向
性
が
垣
間
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
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2
　
公
法
私
法
の
区
分
と
国
家
の
概
念

　
こ
こ
で
、
構
成
に
お
け
る
第
二
の
問
題
、
公
法
概
念
に
つ
い
て
触
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
移
り
た
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
『
大

意
』
に
は
公
法
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
記
述
は
な
い
。
し
か
し
、
内
容
的
に
見
れ
ば
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
解
説
に
終
始
し
、
憲
法

の
一
般
論
に
つ
い
て
の
記
述
を
お
よ
そ
含
ま
な
い
『
大
意
』
と
異
な
り
、
猷
の
教
科
書
は
憲
法
の
一
般
論
か
ら
説
き
起
こ
す
講
義
録

の
構
成
に
依
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
穂
積
が
ど
の
講
義
録
で
も
触
れ
る
公
法
の
概
念
に
触
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
は
何

故
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
憲
法
で
は
な
く
法
の
一
般
論
の
問
題
と
し
て
排
除
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
な
お
、
国
家
概
念
に
付
随
す
る
問
題
点
か
ら
一
考
し
て
お
き
た
い
。

（
1
）
　
国
家
人
格
説
と
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
国
家
概
念
に
つ
い
て
い
え
ば
、
愈
に
は
、
国
家
を
「
個
人
と
は
離
れ
て
独
立
し
た
目
的
と
生
命
が
あ
る
」
も
の
と
捉
え
て
い
る
点

に
、
他
の
朝
鮮
同
時
期
の
憲
法
の
教
科
書
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
が
あ
り
、
穂
積
の
講
義
を
参
考
に
し
た
か
れ
の
教
科
書
の
特
殊
性

が
窺
わ
れ
る
。
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穂
積
の
叙
述
を
見
る
と
、
『
大
意
』
で
は
、
ほ
ぼ
こ
れ
と
同
様
の
表
現
を
し
て
お
り
、
「
團
膿
公
同
ノ
生
命
ト
目
的
」
が
あ
る
と
述

　
　
（
2
8
）

べ
て
い
る
。
穂
積
の
提
示
し
た
国
家
概
念
は
一
般
に
国
家
人
格
説
な
い
し
国
家
法
人
説
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
同
著
の
な
か
で
は

「
法
人
」
と
い
う
こ
と
ば
は
用
い
て
お
ら
ず
、
後
の
説
明
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
国
家
法
人
説
な
い
し
人
格
説
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

た
だ
「
自
存
目
的
ハ
國
家
ノ
人
格
ナ
リ
」
と
い
う
箇
所
で
「
人
格
」
と
い
う
こ
と
ば
が
現
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
一
方
、
穂
積
の

講
義
録
の
ほ
う
を
見
る
と
、
法
人
説
に
つ
い
て
の
叙
述
が
し
だ
い
に
変
化
し
て
ゆ
く
の
が
見
て
取
れ
る
。
『
二
九
年
度
版
』
で
は
、

法
人
説
に
全
面
的
に
反
対
す
る
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
は
契
約
に
よ
り
国
家
が
成
立
す
る
も
の
と
の
誤
解
を
生
み
や
す
い
と

し
て
批
判
的
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
す
で
に
石
田
雄
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
有
機
体
説
に
も
法
人
説
に
も
批
判
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
渤
）

「
人
格
説
」
と
し
て
の
か
れ
の
立
場
が
窺
わ
れ
る
が
、
『
三
二
年
度
版
A
』
で
は
こ
の
点
が
よ
り
明
白
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
国
家
ハ
社
会
団
体
」
で
あ
り
、
「
分
子
ガ
分
化
シ
テ
一
ツ
ノ
生
存
体
ヲ
ナ
シ
分
子
各
個
ノ
生
命
ト
目
的
ト
ノ
外
団
体
ト
シ
テ
ノ
生
命

　
　
（
31）

ト
目
的
」
が
あ
る
と
述
べ
た
の
ち
、
法
人
説
を
ゲ
ル
バ
ー
や
ラ
ー
バ
ン
ト
ら
の
説
と
し
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
こ
こ
で
「
法
人
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

と
は
「
権
利
の
主
体
」
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ず
、
「
法
人
」
と
い
う
よ
り
「
人
格
」
と
呼
ん
だ
ほ
う
が
正
確
で
あ
る
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
『
四
〇
年
度
版
』
で
は
「
公
法
上
國
ト
カ
家
ト
カ
云
フ
観
念
ヲ
説
ク
ト
キ
ニ
ハ
妄
二
之
ヲ
法
人
デ
ア
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

ト
ノ
ミ
言
ヒ
放
チ
テ
ハ
其
真
相
ヲ
誤
ル
ノ
虞
ガ
ア
リ
マ
ス
」
と
し
て
、
ロ
ー
マ
法
上
の
法
人
の
観
念
と
異
な
り
、
現
在
の
み
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
34
）

く
「
過
去
、
現
在
、
将
来
三
旦
ッ
テ
」
の
人
の
団
結
を
言
う
の
だ
と
し
、
私
法
と
異
な
る
公
法
の
法
人
と
い
う
概
念
枠
組
へ
の
注
意

が
喚
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
調
は
、
『
四
一
年
度
版
』
に
な
る
と
、
人
問
で
あ
れ
社
会
的
団
体
で
あ
れ
、
「
人
格
ト
カ
権
利
ト
カ
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
35
）

務
ト
カ
云
ヘ
バ
皆
法
ノ
作
ッ
タ
モ
ノ
デ
ア
ル
、
唯
法
人
ノ
人
格
ノ
ミ
ヲ
法
ノ
擬
制
デ
ア
ル
ト
云
フ
ハ
甚
ダ
不
當
ナ
ル
解
繹
デ
ア
ル
」

と
し
て
法
人
も
自
然
人
も
人
格
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
同
じ
法
的
意
義
が
あ
る
と
い
う
言
い
方
に
変
化
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
後
の
穂
積
の
主
著
『
憲
法
提
要
』
の
「
予
ハ
特
二
之
ヲ
法
人
ト
謂
ハ
ス
単
二
人
格
ト
謂
フ
。
理
二
於
テ
同
シ
カ
ラ
ン
モ
精
神
二
於

テ
或
ハ
異
ナ
ル
所
ア
ル
ナ
リ
。
若
國
家
二
人
格
ア
ル
ハ
人
二
人
格
ア
ル
ト
其
ノ
理
同
シ
ト
セ
ハ
即
チ
可
ナ
リ
、
然
ラ
ス
シ
テ
人
ハ
自
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（
3
6
）

然
人
格
ヲ
有
シ
國
家
ハ
法
人
格
ヲ
有
ス
ル
ノ
別
ア
ル
ノ
意
ナ
ラ
ン
ニ
ハ
、
是
レ
予
ノ
謂
フ
所
ト
正
二
相
反
ス
ル
ナ
リ
」
と
い
っ
た
説

明
と
同
様
な
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
「
法
人
」
と
い
う
概
念
の
使
用
に
躊
躇
し
つ
つ
、
し
だ
い
に
「
人
格
」
と
し
て
の
国
家

概
念
を
整
備
し
て
い
っ
た
穂
積
の
叙
述
に
対
し
、
愈
は
「
法
人
」
や
「
人
格
」
あ
る
い
は
「
有
機
体
」
と
い
っ
た
表
現
を
全
く
用
い

て
い
な
い
。
穂
積
が
『
二
九
年
度
版
』
に
始
ま
り
、
『
大
意
』
以
外
の
こ
こ
に
挙
げ
た
ど
の
著
書
に
お
い
て
も
力
点
を
お
い
て
言
及

し
た
法
人
説
に
愈
は
な
ぜ
一
言
も
言
及
し
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
『
大
意
』
に
お
い
て
す
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
「
人
格
」
の
語
を
も

用
い
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

　
こ
の
点
を
考
え
る
に
は
、
日
本
と
朝
鮮
に
お
け
る
国
家
法
人
説
と
国
家
有
機
体
説
と
の
位
置
づ
け
を
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

前
記
石
田
氏
は
、
両
説
に
関
し
て
、
社
会
進
化
論
、
国
家
有
機
体
説
の
間
に
日
本
に
お
い
て
は
奇
妙
な
連
結
が
あ
る
こ
と
、
日
本
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

国
家
有
機
体
説
は
「
著
し
く
輪
郭
が
不
鮮
明
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
」
、
「
過
渡
的
な
も
の
に
す
ぎ
」
ず
、
学
者
の
間
で
も
国
家
有
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

体
説
と
国
家
法
人
説
の
間
に
明
瞭
な
分
類
基
準
が
た
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
穂
積
の
場
合
を
見
て
も
、
法

人
説
を
採
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
国
家
独
自
の
人
格
が
そ
も
そ
も
存
在
す
る
と
述
べ
、
国
家
の
生
命
云
々
と
い
う
記
述
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

す
る
く
だ
り
に
は
、
有
機
体
説
に
親
近
性
を
も
っ
た
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
の
不
明
確
性
は
こ
れ
ら
の
思
想

の
受
容
過
程
に
多
く
起
因
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
ド
イ
ツ
で
は
、
確
か
に
国
家
有
機
体
説
と
国
家
法
人
説
の
境
界
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
側
面
が
あ
る
と
は
い
え
、
自
然
法
論

か
ら
有
機
体
説
そ
し
て
法
人
説
へ
と
い
う
形
で
憲
法
論
が
発
展
す
る
と
い
う
経
緯
が
あ
る
が
、
日
本
や
朝
鮮
に
お
い
て
特
徴
的
な
の

は
、
有
機
体
説
が
自
然
法
論
的
国
家
観
と
と
も
に
国
家
に
つ
い
て
の
二
つ
の
代
表
的
理
論
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
ま
た
他
方
で
は
進
化

論
的
世
界
観
や
法
人
説
も
ほ
ぼ
同
時
に
流
入
す
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
明
治
期
の
日
本
の
代
表
的
な
思
想
家
の
一
人
、
加
藤
弘
之
は
い
わ
ゆ
る
思
想
的
「
転
向
」
後
、
す
な
わ
ち
社
会
進
化
論

を
受
容
し
天
賦
人
権
説
を
批
判
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
有
機
体
説
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
理
論
は
朝
鮮
で
も
翻
訳
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（
4
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
朝
鮮
に
お
い
て
よ
く
参
照
さ
れ
た
中
国
の
梁
啓
超
は
、
民
権
論
を
説
く
過
程
で
国
家
有
機
体
説
を
唱
え
て

（
44
）

い
る
。
か
れ
自
身
、
思
想
形
成
に
は
日
本
滞
在
中
に
得
た
知
識
に
多
く
を
負
っ
て
お
り
、
有
機
体
説
の
受
容
も
日
本
の
翻
訳
で
知
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
垢
）

た
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
に
よ
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
か
れ
は
、
そ
の
師
で
あ
る
康
有
為
か
ら
学
ん
だ
生
物
進
化
論
、
厳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

復
を
通
じ
て
の
ス
ペ
ン
サ
ー
の
影
響
で
社
会
進
化
論
の
論
客
と
し
て
も
名
高
い
。
か
れ
の
国
家
思
想
に
お
い
て
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
と
ス

ペ
ン
サ
ー
の
理
論
は
国
家
の
有
機
的
発
展
の
理
論
と
し
て
親
和
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
か
れ
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

的
に
有
機
体
説
と
国
家
法
人
説
を
同
一
視
し
て
い
た
と
の
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
有
機
体
説
や
法
人
説
に
関

連
し
て
日
本
や
中
国
の
理
論
に
現
れ
る
特
殊
性
は
そ
の
ま
ま
朝
鮮
に
流
入
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
思
想
連
鎖
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

の
一
端
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
連
鎖
の
な
か
で
朝
鮮
に
お
い
て
は
間
接
受
容
を
通
じ
て
さ
ら
に
特
殊
性
が
加
わ
っ

て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　
当
時
の
朝
鮮
の
政
治
思
想
を
研
究
す
る
金
度
亨
氏
は
、
当
時
の
朝
鮮
に
お
け
る
啓
蒙
思
想
の
国
家
観
と
し
て
大
き
く
二
つ
の
系
統
、

自
然
法
的
国
家
論
と
有
機
体
的
国
家
論
を
紹
介
し
て
、
前
者
は
ボ
ダ
ン
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
な
ど
の
国
家
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

で
あ
り
、
後
者
は
イ
エ
リ
ネ
ク
や
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の
理
論
だ
っ
た
と
し
、
こ
こ
で
、
イ
エ
リ
ネ
ク
は
法
人
説
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
は
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

機
体
説
と
い
う
違
い
が
あ
る
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
こ
れ
ら
は
厳
密
な
区
分
は
な
く
紹
介
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
実
際
に
、
有
機
体
説
に
つ
い
て
見
る
と
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
を
始
め
、
同
理
論
を
受
容
し
た
前
述
の
梁
啓
超
や
加
藤
弘
之
の
国
家
論

は
当
時
の
朝
鮮
に
お
い
て
よ
く
参
照
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
有
機
体
説
の
影
響
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
明
白
に
有
機
体
説
に
立

っ
た
説
明
は
意
外
に
少
な
い
。
前
述
の
金
度
亨
氏
は
愈
致
衡
に
似
た
国
家
観
を
示
す
も
の
と
し
て
同
じ
｝
九
〇
七
年
に
出
さ
れ
た
愈

星
溶
の
『
法
学
通
論
』
中
の
憲
法
に
つ
い
て
の
叙
述
を
挙
げ
る
が
、
「
憲
法
」
に
関
す
る
叙
述
の
中
で
明
確
に
「
国
家
は
一
有
機
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
51
）

で
」
あ
る
と
述
べ
た
も
の
は
、
手
に
入
る
当
時
の
雑
誌
、
教
科
書
を
調
べ
た
限
り
で
は
こ
れ
の
み
で
あ
る
。
愈
致
衡
以
外
の
同
時
期

の
「
憲
法
」
の
教
科
書
を
見
る
と
、
趙
聲
九
は
、
共
同
団
体
と
し
て
人
格
を
認
め
て
も
法
律
上
人
格
と
は
す
な
わ
ち
権
利
の
主
体
で
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（
52
）

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
自
然
に
存
在
す
る
「
自
然
の
人
格
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
し
、
有
機
体
説
を
批
判
し
て
い

（
5
3
）

る
し
、
金
祥
演
は
領
地
団
体
と
し
て
の
国
家
は
人
格
を
有
す
る
が
、
人
格
と
は
本
来
権
利
能
力
を
指
し
、
「
法
規
に
基
因
し
て
生
れ

　
　
（
54）

る
も
の
」
で
あ
る
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
有
機
体
説
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
れ
ら
の
叙
述
は
内
容
的
に
は
法
人

説
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
か
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
法
人
」
と
い
う
言
葉
も
用
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
か
れ
ら
が

有
機
体
説
の
間
題
点
を
学
ん
で
お
り
、
そ
の
克
服
を
意
図
し
な
が
ら
も
、
近
代
法
制
の
整
備
さ
れ
て
い
な
い
当
時
の
朝
鮮
に
お
い
て

「
法
人
」
の
語
を
使
う
こ
と
に
躊
躇
す
る
と
い
う
朝
鮮
特
有
の
問
題
を
内
包
し
て
い
る
と
と
も
に
、
か
れ
ら
の
国
家
概
念
を
不
明
確

な
も
の
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
推
測
さ
れ
る
の
は
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の
理
論
の
受
容
過
程
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
。
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
は
、
日
本

に
お
い
て
も
朝
鮮
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
的
な
国
家
論
と
し
て
初
期
に
紹
介
さ
れ
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
し
か
し
、
か
れ
の
著
書

の
う
ち
、
朝
鮮
に
お
そ
ら
く
最
初
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
名
高
い
の
は
、
U
器
ヨ
＆
R
器
く
巳
ぎ
霞
9
窪
α
q
∩
三
房
一
①
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

旨
窪
ω
＄
讐
窪
巴
ω
菊
①
3
富
ど
3
9
お
窃
琶
F
Z
曾
島
轟
窪
一
・
。
雪
を
↓
八
八
○
年
に
漢
訳
し
た
『
公
法
會
通
』
で
あ
る
の
に

対
し
、
日
本
で
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の
最
初
の
翻
訳
と
な
っ
た
の
は
＞
一
一
ひ
Q
Φ
露
①
冒
8
望
壁
房
お
o
窪
の
翻
訳
と
し
て
一
八
七
二
年
か
ら

出
さ
れ
た
加
藤
弘
之
の
『
国
法
汎
論
』
で
あ
っ
た
。
前
者
に
お
い
て
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
が
国
際
法
上
の
人
格
と
し
て
国
家
を
勾
①
魯
串

　
（
5
6
）

冨
お
9
と
説
明
す
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
o
お
き
δ
魯
窃
≦
窃
窪
と
し
て
の
国
家
の
性
格
付
け
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の
理
論
は
朝
鮮
開
化
期
の
諸
論
文
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
お
り
、
一
九
〇
七
年
に
は
安
鍾
和
が
翻
訳
し
た
伯
倫
知
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

著
『
國
家
學
綱
領
』
も
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
『
公
法
會
通
』
が
当
時
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
も
法
人
説

と
有
機
体
説
を
明
確
に
区
別
し
な
い
ひ
と
つ
の
端
緒
を
作
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
以
上
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
当
時
の
朝
鮮
の
国
家
観
の
な
か
で
は
、
愈
が
有
機
体
と
も
人
格
な
い
し
法
人
と
も
い
わ
な
い
の
は
、
こ

う
し
た
朝
鮮
に
お
け
る
傾
向
が
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
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し
か
し
こ
こ
で
な
お
考
慮
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
有
機
体
な
い
し
法
人
の
概
念
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
国
家
を
君
主
の

私
物
と
捉
え
る
私
法
的
な
国
家
観
が
淘
汰
さ
れ
、
近
代
的
な
公
的
国
家
観
が
定
立
さ
れ
る
な
か
で
出
て
き
た
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
当
時
の
朝
鮮
で
概
念
が
不
明
確
で
あ
る
と
は
い
え
、
自
然
法
的
国
家
観
や
有
機
体
的
国
家
観
（
法
人
説
、
人
格
説
も
含

む
も
の
と
し
て
の
）
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
も
、
ま
さ
に
そ
の
「
近
代
的
」
と
い
う
文
脈
か
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
愈

が
他
の
同
期
の
著
者
た
ち
が
使
っ
た
「
人
格
」
の
概
念
す
ら
、
あ
え
て
用
い
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
国
家
観
は
ど
の
よ
う
な
歴

史
的
位
置
づ
け
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
。

　
愈
の
叙
述
に
戻
る
と
、
「
法
人
」
、
「
有
機
体
」
と
は
明
言
し
な
い
も
の
の
、
穂
積
と
同
様
に
国
家
は
現
在
の
人
民
の
集
合
体
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
を
批
判
し
、
さ
ら
に
踏
み
入
っ
た
穂
積
に
は
見
ら
れ
な
い
か
れ
独
自
の
説
明
を
展
開
し
て
い
る
点
に
そ
の
特
徴
が

見
ら
れ
る
。
か
れ
は
、
「
国
民
が
現
在
国
家
の
分
子
た
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
と
わ
れ
わ
れ
の
子
孫
も
み
な

国
家
の
分
子
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
国
家
は
現
在
の
人
の
個
人
的
利
益
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

「
現
在
の
人
民
は
国
家
の
将
来
の
幸
福
の
た
め
に
現
在
の
利
益
を
犠
牲
に
供
す
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
国
家
は
国
家
団
体
自
体
の
独

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

立
生
命
を
保
全
す
る
た
め
に
は
現
在
の
国
民
の
一
部
分
の
生
命
を
犠
牲
に
供
す
る
こ
と
も
な
い
で
は
な
い
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
れ
に
付
随
し
て
、
さ
ら
に
現
在
の
国
民
の
利
益
を
対
象
と
し
た
多
数
決
主
義
へ
の
批
判
に
も
至
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見

る
と
、
愈
の
叙
述
は
、
穂
積
の
叙
述
を
基
本
的
に
採
用
し
な
が
ら
も
、
「
生
命
」
体
と
し
て
の
国
家
の
持
続
性
と
国
家
的
利
益
を
よ

り
重
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
は
た
し
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
な
お
、
具

体
的
な
統
治
に
つ
い
て
の
考
え
方
、
国
家
と
国
民
の
関
係
に
つ
い
て
の
か
れ
の
理
解
を
探
る
必
要
が
あ
る
。

（
2
）
　
統
治
の
あ
り
方
と
臣
民
の
地
位

　
具
体
的
な
統
治
の
あ
り
方
に
関
し
、
ま
ず
君
主
の
地
位
に
つ
い
て
は
、

愈
は
第
二
編
の
「
統
治
の
主
体
」
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。

39



法学研究72巻7号（ラ99：7）

　
「
統
治
の
主
体
」
と
は
「
主
権
の
本
体
」
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
か
れ
は
、
日
本
の
よ
う
な
純
粋
な
君
主
国
体
の
国
に
お
い
て
は

君
主
は
「
主
権
の
代
表
」
で
は
な
く
「
自
己
固
有
の
権
力
で
主
権
者
」
な
の
で
あ
る
と
し
、
君
主
は
そ
の
無
限
の
権
力
に
よ
っ
て
憲

　
　
　
　
　
　
　
　
（
60
）

法
を
作
る
の
だ
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
と
は
君
主
の
明
示
さ
れ
た
意
思
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
統
治
権
と
君
主
の
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
61
）

権
は
区
別
さ
れ
、
前
者
が
国
土
と
臣
民
へ
の
絶
対
の
権
力
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
憲
法
上
の
も
の
を
指
す
と
さ
れ
て
い
る
が
、

絶
対
無
限
の
主
権
す
な
わ
ち
統
治
権
が
な
く
、
憲
法
上
の
大
権
の
み
し
か
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
君
主
が
主
権
者
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
、
統
治
権
は
所
有
権
、
す
な
わ
ち
平
等
な
人
の
間
に
あ
っ
て
自
己
の
物
に

関
す
る
利
益
を
完
全
に
す
る
権
利
で
は
な
く
、
平
等
関
係
で
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
権
力
を
も
っ
て
臨
む
も
の
で
あ
る
こ
と
、
一
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

の
事
物
に
対
し
て
だ
け
の
権
利
で
は
な
い
と
さ
れ
、
皇
位
継
承
は
家
督
相
続
と
は
異
な
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
64
）

明
は
、
穂
積
の
講
義
録
の
内
容
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
論
が
「
緒
言
」
で
述
べ
た
「
専
制
君
主
観
念
」
の
内
容
を
示
す
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
統
治
の
主
体
に
対
応
す
る
「
統
治
の
客
体
」
た
る
臣
民
に
つ
い
て
は
、
穂
積
と
同
様
、
猷
は
こ
れ
を
土
地
と
並
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

「
統
治
の
客
体
」
と
し
、
こ
の
二
つ
が
「
統
治
権
の
働
作
を
受
け
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
統
治
権
の
客

体
と
し
て
こ
の
二
つ
を
抽
出
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
総
論
」
に
お
い
て
歴
史
的
な
観
点
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。

　
「
往
古
歴
史
に
お
い
て
は
、
国
家
の
観
念
は
一
定
の
土
地
を
制
限
す
る
意
味
で
は
な
い
。
某
種
族
の
人
民
が
部
落
を
成
し
、
ま
た
、

民
族
を
成
し
て
こ
れ
を
統
括
す
る
権
が
即
主
権
で
あ
る
。
国
家
と
い
う
の
は
た
だ
そ
の
人
類
の
集
合
で
あ
る
と
い
う
観
念
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
っ
て
、
一
家
と
い
う
観
念
が
一
定
の
土
地
ま
た
は
有
形
家
宅
で
あ
る
か
の
観
念
に
拘
わ
ら
ず
血
属
者
が
団
体
を
成
し
、
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

長
が
統
御
す
る
と
い
う
の
と
同
じ
観
念
で
あ
る
」
。

　
国
家
は
そ
の
小
さ
な
形
態
に
お
い
て
は
、
部
落
に
過
ぎ
ず
、
一
定
の
土
地
は
国
家
成
立
の
要
素
に
な
ら
ず
、
ま
た
大
き
な
形
態
に

お
い
て
は
支
那
の
天
子
や
ロ
ー
マ
の
主
権
の
ご
と
く
国
家
と
い
う
観
念
は
な
く
む
し
ろ
「
天
下
」
と
い
う
観
念
か
ら
「
主
権
は
天
下
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（
6
7
）

世
界
全
体
に
対
す
る
絶
対
的
最
上
の
力
」
と
捉
え
た
た
め
に
、
領
土
的
な
限
界
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
初
期

の
国
家
観
念
に
は
国
土
と
い
う
要
素
が
欠
け
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
封
建
時
代
に
は
反
対
に
、
君
主
は
「
大
地
主
」
と
し
て
一
定

の
土
地
を
「
自
己
の
領
分
」
と
し
て
占
有
す
る
の
で
あ
っ
て
「
人
民
は
土
地
の
付
属
物
と
し
て
そ
の
土
地
を
耕
す
器
械
と
な
り
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

た
土
地
所
有
権
に
付
随
す
る
者
と
な
」
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
愈
は
、
こ
う
し
た
過
去
の
国
家
観
念
の
両
極
端
を
「
梢
梢
調

（
6
9
）

和
」
し
た
の
が
、
一
定
の
土
地
と
一
定
の
人
民
を
統
治
の
客
体
と
し
て
国
家
の
成
立
要
件
と
す
る
近
世
の
国
家
思
想
で
あ
る
と
説
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
澗
）

す
る
。
同
種
の
叙
述
は
、
穂
積
の
『
三
二
年
度
版
B
』
に
見
ら
れ
る
が
、
現
在
の
国
家
観
を
こ
れ
ら
と
は
「
異
な
」
る
も
の
と
す
る

穂
積
に
対
し
、
「
両
極
端
」
の
「
調
和
」
と
捉
え
る
愈
独
自
の
叙
述
は
、
穂
積
の
国
家
観
念
に
内
在
さ
れ
つ
つ
も
明
確
に
は
表
明
さ

れ
な
か
っ
た
要
素
、
す
な
わ
ち
家
父
長
的
な
国
家
と
家
産
国
家
が
融
合
し
た
形
で
の
専
制
国
家
観
念
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
も
の

と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
る
臣
民
の
地
位
と
は
何
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
71
）

　
愈
は
、
こ
れ
を
絶
対
か
つ
無
限
に
主
権
に
服
従
す
る
立
場
と
捉
え
て
、
穂
積
の
叙
述
と
一
致
し
て
い
る
。
両
者
は
と
も
に
、
こ
の

臣
民
の
地
位
は
国
権
が
絶
対
か
つ
無
限
で
あ
る
こ
と
に
対
応
し
て
当
然
に
引
き
出
さ
れ
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
仮
に
憲
法
や
法
律

に
よ
っ
て
国
権
に
限
界
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
憲
法
、
法
律
の
改
廃
に
よ
っ
て
い
つ
で
も
変
更
さ
れ
得
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

あ
る
。
こ
の
際
、
猷
が
強
調
す
る
の
は
、
臣
民
は
国
権
に
対
し
て
直
接
的
な
関
係
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
封
建
時
代
に
見

ら
れ
る
よ
う
な
土
地
を
媒
介
に
し
た
土
地
の
付
属
物
あ
る
い
は
牛
馬
や
奴
隷
と
し
て
の
人
民
と
国
家
の
関
係
で
は
な
い
。
一
方
、
穂

積
も
古
代
専
制
政
治
の
時
代
に
臣
民
が
「
奴
隷
若
ク
ハ
物
件
」
と
同
一
視
さ
れ
、
「
人
格
」
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
73
）

し
て
国
法
が
臣
民
に
「
人
格
」
と
「
権
能
」
を
認
め
て
い
る
点
に
「
近
世
ノ
國
家
」
の
特
徴
を
見
出
し
て
い
る
。
両
者
が
強
調
す
る

の
は
、
過
去
の
国
家
観
か
ら
の
脱
皮
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
直
接
の
国
家
と
個
人
の
結
び
つ
き
、
個
人
の
概
念
の
台
頭
に
対
す
る
視

点
が
表
れ
て
い
る
。
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臣
民
の
「
人
格
」
や
「
権
能
」
に
つ
い
て
は
、
愈
も
ま
ず
「
権
能
」
に
つ
い
て
、
国
権
が
国
民
を
保
護
す
る
と
い
う
観
点
で
論
及

し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
愈
は
二
つ
の
保
護
の
方
法
を
示
し
て
い
る
。
第
一
は
、
「
国
家
自
体
の
意
思
お
よ
び
力
で
の
み
国
民
を
保
護

　
　
　
　
　
　
（
胃
）

す
る
方
法
で
あ
る
」
。
こ
れ
は
昔
の
多
く
の
「
専
制
国
体
」
に
見
ら
れ
る
形
態
で
、
所
有
権
者
が
自
己
の
牛
馬
を
保
護
す
る
の
と
同

様
に
、
「
所
有
者
が
自
家
の
利
益
の
た
め
に
自
己
の
力
で
自
己
の
所
有
物
を
保
護
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第

二
は
、
「
国
権
が
各
個
人
に
自
主
独
立
の
目
的
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
」
、
あ
る
程
度
各
個
人
に
よ
っ
て
自
己
の
意
思
お
よ
び
自
己
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

力
で
自
ら
を
守
ら
せ
る
方
法
で
あ
る
。
近
世
国
家
に
あ
っ
て
は
第
二
の
方
法
が
主
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
愈
は
、
こ
の
た
め
人
に
一

定
の
権
利
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
範
囲
内
で
自
己
を
防
衛
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
、
こ
れ
が
「
人
の
権
能
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
服
従
者
を
保
護
す
る
た
め
に
国
権
自
体
が
働
く
ほ
か
に
、
公
共
の
秩
序
を
害
さ
な
い
限
り
に
お
い
て
服
従
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
76
）

自
身
が
自
己
の
存
在
と
自
由
を
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
な
お
認
め
る
」
の
が
臣
民
の
権
能
の
意
味
で
あ
る
。

　
ま
た
、
臣
民
に
つ
い
て
の
説
明
の
末
尾
に
お
い
て
は
「
人
格
」
の
問
題
に
言
及
さ
れ
、
「
国
権
が
一
個
人
に
対
し
て
自
主
自
在
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

目
的
を
認
容
す
る
時
は
こ
れ
を
人
の
人
格
で
あ
る
と
称
す
る
」
と
し
、
「
人
に
は
人
格
が
あ
り
他
の
動
物
に
は
な
い
の
は
、
国
法
が

人
以
外
の
動
物
に
は
法
律
上
自
主
自
在
の
目
的
を
認
容
し
て
保
護
を
与
え
る
こ
と
を
し
な
い
か
ら
で
あ
」
り
、
「
国
法
が
人
格
を
認

容
し
そ
の
人
格
が
あ
る
者
に
自
己
の
意
思
で
主
張
す
る
こ
と
を
許
す
時
、
こ
こ
に
権
利
が
生
ず
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
叙
述
は
穂
積
の
『
三
二
年
度
版
A
』
に
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
『
三
二
年
度
版
A
』
を
見
る
と
、
「
臣
民
の
権
能
」
の

章
の
冒
頭
で
国
家
権
力
と
臣
民
の
服
従
の
関
係
か
ら
国
家
主
権
に
よ
る
臣
民
の
保
護
と
い
う
観
点
が
生
ず
る
と
し
て
、
保
護
の
二
つ

の
方
法
を
愈
と
同
様
に
述
べ
、
こ
の
う
ち
個
人
の
自
主
独
立
の
目
的
を
認
め
て
保
護
す
る
と
い
う
第
二
の
方
法
か
ら
国
法
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

附
与
さ
れ
る
人
格
の
観
念
が
生
ず
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
天
賦
人
権
説
や
人
格
を
意
思
の
主
体
と
し
権
利
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

意
思
を
同
一
視
す
る
意
思
主
義
を
批
判
し
、
国
法
に
よ
っ
て
人
格
ひ
い
て
は
権
利
が
与
え
ら
れ
る
の
だ
と
し
た
の
ち
、
権
利
の
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

の
公
権
と
私
権
の
区
別
の
問
題
に
言
及
す
る
の
で
あ
る
。
公
権
と
私
権
の
区
別
を
穂
積
は
『
三
二
年
度
版
A
』
で
は
「
便
宜
上
」
の
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区
別
、
公
法
関
係
か
ら
生
ず
る
の
が
公
権
で
あ
り
、
私
法
関
係
か
ら
生
ず
る
の
が
私
権
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
「
便
宜
」

的
な
区
別
と
い
う
も
の
の
、
臣
民
の
権
利
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
穂
積
の
公
権
・
私
権
の
区
別
は
こ
の
時
期
徐
々
に
変
化
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

っ
て
お
り
、
か
れ
は
ど
の
著
書
で
も
一
貫
し
て
私
権
と
公
権
と
の
相
違
を
説
い
て
い
る
。
『
大
意
』
で
は
「
臣
民
ハ
國
家
ノ
目
的
二

背
カ
サ
ル
限
二
於
テ
自
存
濁
立
ノ
目
的
ヲ
有
ス
、
國
法
ハ
之
ヲ
保
護
シ
其
ノ
完
全
ナ
ル
護
達
ヲ
望
ム
カ
為
メ
ニ
、
権
力
ヲ
以
テ
社
會

ノ
安
寧
ト
幸
福
ト
ヲ
維
持
ス
ル
ト
同
時
二
個
人
各
其
ノ
権
能
ヲ
其
ノ
利
益
ノ
為
二
主
張
ス
ル
ノ
自
由
ア
ラ
シ
ム
、
是
レ
臣
民
ノ
私
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

ナ
リ
、
私
椹
ハ
專
ラ
身
膿
ノ
自
由
ト
財
産
ノ
享
有
ト
ヲ
全
フ
ス
ル
者
ナ
リ
」
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
私
的
領
域
に
お
い
て
は
臣

民
は
国
法
に
基
づ
い
て
権
利
、
自
由
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
穂
積
は
、
自
由
を
私
権
の
範
囲
内
の
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

あ
る
と
し
、
「
権
力
関
係
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
国
家
と
の
間
の
関
係
で
は
服
従
し
か
認
め
て
い
な
い
。
ま
た
『
二
九
年
度
版
』
は
、

私
権
に
つ
い
て
の
説
明
を
変
化
さ
せ
、
臣
民
の
権
能
に
は
私
権
と
公
権
が
あ
る
と
し
て
、
「
私
権
ト
ハ
外
物
ヲ
自
己
ノ
需
要
二
供
ス

ル
為
メ
ニ
有
ス
ル
能
力
」
、
「
公
権
ト
ハ
人
ノ
身
膿
ノ
自
由
ヲ
主
張
ス
ル
能
力
」
で
あ
る
が
故
に
「
公
権
ノ
実
膿
ハ
自
由
ニ
シ
テ
私
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
組
）

ノ
実
膿
ハ
財
産
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
国
法
が
前
述
の
よ
う
に
人
民
に
人
格
な
い
し
権
能
を
附
与
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
三
二
年
度
版
が
公
権
と
私
権
は
「
便
宜
上
」
の
区
別
と
す
る
の
は
、

こ
の
文
脈
で
と
も
に
国
法
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
国
法
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を
も
つ
か
の
区
別
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
こ
う
し
た
公
権
と
私
権
の
区
別
に
つ
い
て
の
言
及
は
愈
の
論
述
に
は
全
く
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
公
権
と
私
権
に
関
す
る
言
及
の
有
無
と
い
う
相
違
に
加
え
、
さ
ら
に
臣
民
の
地
位
に
関
す
る
記
述
に
お
い
て
両
者
に
は
も
う
ひ
と

つ
の
微
妙
な
相
違
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
愈
の
叙
述
の
中
に
、
「
個
人
が
各
自
の
腕
力
を
も
っ
て
自
己
の
身
体
財
産
を
守
る

よ
り
も
一
最
高
権
力
に
よ
」
る
ほ
う
が
自
己
の
保
護
を
か
え
っ
て
完
全
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
「
人
民
は
国
家
に
よ
っ

て
自
己
の
安
寧
幸
福
を
保
護
」
さ
れ
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
国
家
の
絶
対
的
な
権
力
と
は
結
局
は
国
民
を

保
護
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
点
で
「
絶
対
の
権
力
と
服
従
が
あ
っ
て
し
か
る
後
、
国
家
的
団
体
が
で
き
、
国
民
の
権
利
が

43
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（
8
5
）

維
持
さ
れ
得
る
」
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
説
明
は
契
約
的
な
国
家
観
に
基
づ
く
天
賦
の
権
利
を

否
定
す
る
文
脈
で
の
叙
述
で
あ
る
。
天
賦
の
権
利
の
否
定
、
お
よ
び
国
家
が
国
民
の
保
護
を
行
い
そ
の
国
家
の
保
護
に
基
づ
い
て
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

の
権
利
が
生
ず
る
と
い
う
叙
述
は
、
穂
積
の
講
義
録
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
は
微
妙

な
違
い
が
見
ら
れ
る
。
穂
積
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
人
格
と
そ
れ
に
伴
う
権
利
は
国
法
に
基
づ
い
て
の
み
生
ず
る
観
念
で
あ
る
と
い

う
文
脈
の
続
き
で
そ
の
裏
返
し
と
し
て
前
記
の
よ
う
な
国
民
の
保
護
の
力
と
し
て
の
統
治
権
へ
の
言
及
や
天
賦
人
権
論
の
否
定
が
現

れ
る
と
い
う
に
過
ぎ
ず
、
あ
た
か
も
個
人
の
力
で
は
不
可
能
な
人
民
の
身
体
財
産
の
保
護
の
観
点
か
ら
国
家
を
発
生
せ
し
め
る
契
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

論
に
近
い
か
の
傾
向
を
示
す
愈
の
よ
う
な
叙
述
は
な
い
。
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（
3
）
　
小
結

　
以
上
、
公
法
と
私
法
の
区
分
の
問
題
に
関
連
し
、
国
家
観
念
か
ら
統
治
の
あ
り
方
、
国
家
と
臣
民
の
関
係
ま
で
の
叙
述
に
つ
い
て

見
て
き
た
。

　
国
家
と
臣
民
の
関
係
の
箇
所
に
現
わ
れ
た
点
を
見
る
と
、
絶
対
的
な
国
家
権
力
の
必
要
性
の
観
点
か
ら
論
及
す
る
愈
や
穂
積
は
、

個
人
の
保
護
に
と
っ
て
絶
対
的
な
権
力
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
権
力
に
対
応
し
て
絶
対
的
な
服
従
が
必
要
と
な
る
と
見
て
い
た
。
こ

う
し
た
理
解
に
基
づ
く
国
家
と
い
う
団
体
に
お
い
て
は
、
絶
対
的
服
従
に
相
反
す
る
権
利
の
観
念
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
国
家
権
力

に
対
す
る
服
従
の
程
度
を
限
定
し
た
り
、
そ
の
無
条
件
性
を
否
定
す
る
契
約
の
概
念
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
こ
れ
が
か
れ
ら
が
契
約

国
家
観
、
天
賦
人
権
に
対
し
て
行
う
批
判
の
直
接
的
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）

　
国
民
の
福
祉
を
国
家
目
的
と
す
る
と
い
う
の
は
有
機
体
説
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
独
立
の
生
命
と
し
て
の
連

続
性
を
重
視
し
た
上
で
の
愈
の
叙
述
は
有
機
体
説
的
な
傾
向
を
も
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
他
方
で
、
愈
は
別
の
箇
所
で
、
統
治
の

客
体
は
土
地
と
人
民
に
よ
っ
て
成
立
す
る
社
会
団
体
で
あ
る
と
い
う
説
を
批
判
し
、
国
家
自
体
の
他
に
国
民
全
体
か
ら
成
立
す
る
特



愈致衡と穂積八束

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
9
）

殊
な
団
体
を
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
穂
積
の
叙
述
と
照
合
す
る
と
、
『
三
二
年
度
版
B
』
で
穂
積
は
、

統
治
の
客
体
は
国
家
自
体
で
あ
る
と
い
う
ザ
イ
デ
ル
の
説
を
批
判
し
て
お
り
、
磁
の
叙
述
は
や
や
こ
れ
に
近
い
。
し
か
し
、
穂
積
が

こ
れ
を
「
君
主
力
統
治
ノ
主
格
ニ
シ
テ
国
力
客
体
ナ
リ
ト
云
フ
ニ
過
キ
ス
即
チ
国
土
及
人
民
力
客
体
ナ
リ
ト
云
フ
ト
ハ
同
シ
説
明
ナ

　
　
　
（
9
0
）

リ
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、
磁
の
批
判
は
、
抽
象
的
な
国
民
概
念
の
否
定
に
も
繋
が
る
側
面
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
穂
積
の
『
三
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
91
）

年
度
版
A
』
で
は
こ
れ
に
類
似
し
た
部
分
は
、
国
を
社
団
法
人
と
み
る
説
に
対
す
る
法
人
説
批
判
と
な
っ
て
お
り
、
愈
と
は
全
く
趣

旨
が
異
な
っ
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
有
機
体
説
が
全
体
と
し
て
の
国
民
の
意
思
、
国
民
全
体
の
幸
福
を
国
家
目
的
と
し
て
捉
え
る

の
に
対
し
、
抽
象
的
国
民
概
念
の
否
定
は
、
む
し
ろ
国
家
法
人
説
の
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
「
生
命
体
」
と
し
て
の
国
家

の
持
続
性
や
国
家
的
利
益
の
重
視
と
い
う
先
に
挙
げ
た
論
点
が
、
一
方
で
個
人
の
保
護
と
い
う
国
家
目
的
に
関
す
る
契
約
論
に
接
近

し
た
説
明
や
、
国
民
な
い
し
臣
民
の
概
念
が
そ
も
そ
も
団
体
で
な
く
個
人
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
愈
の
叙
述
の
特
徴
と
結

び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
命
の
提
示
す
る
国
家
概
念
は
む
し
ろ
ホ
ッ
ブ
ズ
が
示
し
た
絶
対
主
義
的
国
家
観
念
に
よ
り

近
い
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
契
約
的
国
家
観
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
見
る
と
、
愈
は
自
己
の
権
利
を
多
少
放
棄
す
る
一
方
で
、
再
び
服
従
に
よ
っ
て
権
利
が
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
92
）

生
す
る
と
い
う
の
は
矛
盾
で
あ
る
と
批
判
す
る
の
み
で
そ
の
論
点
は
契
約
に
よ
り
国
家
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
の
本
質
的
な
批
判
に

は
な
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
自
然
権
と
法
的
権
利
の
間
の
整
合
性
の
問
題
で
は
あ
っ
て
も
、
ホ
ッ
ブ
ズ
的
な
専
制
国
家
観
の
全
面

的
な
否
定
と
は
い
え
な
い
。
こ
う
し
た
国
家
観
の
曖
味
性
は
穂
積
の
理
論
自
身
に
内
在
す
る
曖
昧
さ
あ
る
い
は
日
本
の
国
家
人
格
説

に
付
随
す
る
曖
昧
さ
を
増
幅
し
た
形
態
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
か
れ
の
意
図
が
直
接
的
に
表
わ

れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　
国
家
概
念
に
関
わ
る
間
題
と
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
愈
の
叙
述
が
有
機
体
や
法
人
の
概
念
を
用
い
て
い
な
い
こ
と
が
、
ド
イ
ツ
国
法

学
に
お
い
て
い
わ
れ
る
近
代
的
な
公
的
国
家
概
念
と
一
線
を
画
す
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
た
が
、

45
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こ
の
問
題
は
、
冒
頭
に
提
起
し
た
、
愈
は
穂
積
が
教
科
書
の
最
初
の
部
分
で
論
ず
る
公
法
の
概
念
へ
の
論
及
を
行
な
っ
て
い
な
い
と

い
う
論
点
に
繋
が
る
も
の
と
し
て
、
愈
の
著
書
の
全
編
を
通
じ
て
貫
か
れ
て
い
る
特
徴
に
関
わ
っ
て
い
る
。
穂
積
が
臣
民
の
権
能
な

い
し
権
利
に
関
連
し
て
ど
の
著
書
で
も
言
及
す
る
公
権
と
私
権
の
相
違
が
愈
に
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
統
治
の
主
体
の
箇
所
で
、

統
治
権
が
権
力
関
係
に
お
け
る
も
の
で
、
平
等
関
係
に
お
け
る
所
有
権
と
は
異
な
る
と
の
叙
述
が
あ
る
が
、
こ
の
権
力
関
係
と
平
等

関
係
と
い
う
区
分
は
穂
積
に
お
い
て
は
ま
さ
に
公
法
と
私
法
の
区
分
基
準
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
も
そ
れ
へ
の

言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
は
当
時
の
朝
鮮
の
法
体
系
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
背
景
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
じ
年
に
刊
行
さ
れ

た
愈
星
溶
『
法
学
通
論
』
が
公
法
と
私
法
の
分
類
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
愈
致
衡
が
こ
の
テ
ー
マ

に
触
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
は
別
の
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
公
法
と
私
法
の
分
類
は
、
穂
積
に
お
い
て
は
通
常
と
は
異
な
っ
た
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
権
力
関
係
と
平
等
関
係
と
い
う
類
別
に

よ
っ
て
公
法
と
私
法
を
区
別
す
る
穂
積
は
、
中
山
道
子
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
家
族
関
係
を
権
力
関
係
と
捉
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
3
）

る
こ
と
に
よ
っ
て
家
族
国
家
観
を
近
代
日
本
の
国
家
観
の
な
か
に
存
続
せ
し
め
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
国
家
の
権
力
性
に
つ
い
て
、

穂
積
は
一
面
で
こ
れ
を
公
法
と
私
法
を
分
け
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
強
調
す
る
と
と
も
に
、
他
面
で
「
権
力
団
体
」
の
始
ま
り
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
4
）

「
原
始
社
会
」
の
「
祖
先
崇
拝
ノ
習
慣
」
に
求
め
、
血
縁
団
体
に
お
け
る
父
や
祖
先
の
権
力
を
説
明
す
る
こ
と
で
家
父
長
制
社
会
を

公
的
な
権
力
関
係
の
枠
組
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
愈
致
衡
は
と
い
え
ば
、
一
面
で
は
「
統
治
の
主
体
」
の
章
で
穂
積
と
同
様
に
統
治
権
と
所
有
権
の
相
違
や
、
皇
位
継
承
と
家
督
相

続
と
の
相
違
に
触
れ
て
い
る
も
の
の
、
臣
民
と
国
家
の
関
係
を
振
り
返
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
家
族
国
家
的
要
素
と
家
産
国
家
的
要

素
と
の
調
和
と
し
て
の
専
制
国
家
を
考
え
、
こ
の
点
か
ら
も
こ
れ
ら
と
の
断
絶
の
上
で
成
立
す
る
近
代
的
公
的
国
家
を
念
頭
に
置
い

て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
っ
た
。
こ
の
延
長
で
考
え
る
な
ら
ば
、
か
れ
が
考
え
る
の
は
、
前
近
代
的
な
概
念
か
ら
切
り
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離
さ
れ
た
新
し
い
国
家
観
の
定
立
よ
り
も
、
家
産
や
家
族
的
概
念
と
の
決
別
で
は
な
く
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
と
い
う
意
味

に
お
い
て
の
新
し
い
観
念
の
提
示
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
私
法
的
な
国
家
観
か
ら
の
断
絶
は
明
白
に
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
前

述
の
よ
う
に
愈
の
理
論
が
む
し
ろ
ホ
ッ
ブ
ズ
と
の
親
近
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
私
法
的
要
素
と
公
法
的
要
素
の

区
別
を
重
視
し
な
い
と
い
う
性
格
は
こ
の
点
に
も
符
合
し
て
お
り
、
個
人
の
人
格
の
成
立
は
公
的
国
家
の
成
立
と
は
異
な
る
文
脈
で

生
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
。

五
　
お
わ
り
に

愈致衡と穂積八束

　
本
稿
で
は
、
愈
致
衡
の
短
い
教
科
書
に
示
さ
れ
た
叙
述
を
て
が
か
り
に
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
国
家
観
の
位
置
づ
け
を
試
み
た
。

　
国
体
の
議
論
を
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
歴
史
的
背
景
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
問
題
と
し
つ
つ
、
憲
法
の
な
か
で
そ
れ
を
明
白
に
し
て
ゆ

こ
う
と
す
る
か
れ
の
姿
勢
は
、
朝
鮮
の
国
家
観
が
日
本
的
専
制
君
主
制
を
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
継
受
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
、
憲
法
自
身
に
国
体
を
明
白
に
さ
せ
る
と
い
う
重
大
な
課
題
を
与
え
て
も
い
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
朝
鮮
の
国
体
の
解
明
に
つ
い
て
の
問
題
を
棚
上
げ
し
た
な
か
で
、
公
法
私
法
の
区
分
に
論
及
し
な
い
ま
ま
論
じ
ら

れ
た
専
制
君
主
的
な
国
家
観
念
は
、
前
近
代
的
国
家
観
の
延
長
上
で
、
臣
民
と
国
家
の
結
び
つ
き
に
近
代
絶
対
主
義
国
家
の
精
神
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
5
）

取
り
込
も
う
と
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
れ
は
、
穂
積
の
よ
う
に
近
代
的
な
公
的
国
家
観
を
表
明
し
た
上
で
家
父
長
制

の
伝
統
を
そ
の
中
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
、
愈
に
は
穂
積
以
上
に
過
去
か
ら
の
歴
史
的
継
続
の
中
で
国
家

が
捉
え
ら
れ
、
専
制
君
主
制
に
つ
い
て
の
お
よ
そ
考
え
ら
れ
る
す
べ
て
の
理
論
を
そ
の
曖
昧
性
の
な
か
に
採
り
入
れ
て
い
る
と
い
う

特
徴
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
際
に
興
味
深
い
の
は
、
こ
う
し
た
愈
致
衡
の
理
論
と
特
徴
は
、
穂
積
の
憲
法
論
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
重
要
な
二
つ
の
要
素
、
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す
な
わ
ち
特
殊
な
国
体
論
と
特
殊
な
公
法
私
法
の
分
類
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
愈
が
穂
積
の

講
義
を
「
準
拠
採
用
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
継
受
し
た
専
制
君
主
国
家
の
本
質
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
臣
民
の
利
益
を
保
護
す
る
た

め
に
必
要
と
さ
れ
る
「
権
力
団
体
」
、
す
な
わ
ち
唯
一
の
権
力
に
よ
っ
て
統
括
す
る
国
家
と
そ
れ
に
絶
対
的
に
服
従
す
る
人
民
の
関

係
か
ら
な
る
国
家
で
あ
る
と
い
う
部
分
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
穂
積
の
定
立
し
た
日
本
的
君
主
制
の
核
た
る
部
分
に
触
れ
な
い
こ
と
で
、

愈
致
衡
は
専
制
国
家
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
他
の
思
想
と
絶
縁
せ
ず
に
『
憲
法
』
を
講
述
し
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
果
た
し
て
、
こ
れ
が
愈
の
意
図
的
な
構
成
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
期
せ
ず
し
て
で
あ
れ
、

当
時
の
朝
鮮
の
状
況
、
す
な
わ
ち
開
化
に
よ
っ
て
近
代
的
な
国
家
の
形
成
を
志
向
し
つ
つ
も
、
従
来
の
封
建
的
な
政
治
の
現
実
を
抱

え
、
そ
の
な
か
で
強
い
国
家
権
力
の
確
立
を
不
可
欠
の
も
の
と
す
る
状
況
に
思
い
迷
う
国
家
の
姿
が
如
実
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
の
こ
と
は
、
愈
の
捨
象
し
た
穂
積
理
論
の
二
つ
の
重
要
な
要
素
が
日
本
に
お
い
て
果

た
し
た
意
味
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
立
憲
国
家
成
立
の
あ
と
に
作
ら
れ
た
憲
法
論
に
お
い
て
専
制
的
な
要
素
を

残
す
に
は
国
家
概
念
操
作
を
行
う
二
つ
の
道
具
立
て
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
1
）
　
当
初
、
法
官
養
成
所
で
は
六
ヶ
月
で
法
学
を
勉
強
さ
せ
て
法
律
専
門
家
と
し
て
送
り
出
す
と
い
う
速
成
の
養
成
方
法
を
採
っ
て
い
た

　
が
、
三
回
卒
業
生
を
送
り
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
一
時
中
断
し
、
］
九
〇
三
年
か
ら
再
び
新
し
い
体
制
で
外
国
人
教
授
や
日
本
に
留
学
し
た

者
を
教
官
に
迎
え
て
法
律
家
の
養
成
が
行
な
わ
れ
た
。
な
お
、
こ
う
し
た
経
過
に
つ
い
て
は
、
愈
致
衡
講
述
申
海
永
校
閲
『
憲
法
』
復

刻
版
（
韓
国
学
文
献
研
究
所
編
『
韓
国
近
代
法
制
史
料
叢
書
七
韓
国
開
化
期
法
学
教
科
書
四
』
一
九
八
一
年
亜
細
亜
文
化
社
）
に
付
け

　
ら
れ
た
崔
鍾
庫
「
開
化
期
創
法
学
書
解
題
」
六
頁
以
下
、
李
元
浩
『
開
化
期
教
育
政
策
史
』
第
二
版
一
九
八
七
年
文
音
社
ニ
ニ
0
頁
。

（
2
）
　
当
初
、
法
学
と
並
ん
で
理
財
学
、
農
業
学
、
商
業
学
、
工
業
学
の
五
専
門
科
が
お
か
れ
た
。
普
成
専
門
学
校
の
第
一
回
入
学
生
の
修

学
課
程
表
を
見
る
と
、
他
の
科
目
に
比
し
や
や
時
間
数
が
少
な
い
な
が
ら
も
、
第
］
学
年
か
ら
憲
法
や
国
家
学
の
授
業
が
設
置
さ
れ
て
い

　
る
の
が
み
ら
れ
る
。
高
麗
大
学
校
七
〇
年
誌
編
纂
室
編
『
高
麗
大
学
校
七
〇
年
誌
』
一
九
七
五
年
高
麗
大
学
校
出
版
部
二
〇
頁
以
下
、
参

　照。
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パ　パ　　　　　　

76543）　）　）　）　）（
一
九
〇
八
年
）

　　　　　　　ハ　　ハ　　　

12　11　10　9　　8
）　　）　　）　　）　　）

金
孝
全
『
刈
磐
電
噌
6
1
喜
劇
主
7
1
手
喜
』
一
九
九
六
年
翌
す
斗
弔
d
朴
四
五
八
頁
以
下
。

拙
稿
「
大
韓
帝
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
憲
法
思
想
の
継
受
」
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集
第
四
五
号
三
八
頁
以
下
。

以
下
の
経
歴
は
崔
鍾
庫
『
壁
号
到
唱
暑
井
像
』
一
九
九
五
年
吉
安
社
一
六
五
頁
以
下
に
よ
る
。

法
学
研
究
所
刊
行
部
「
愈
致
衡
日
記
」
刈
音
大
学
校
法
学
第
二
十
四
巻
四
号
］
四
八
頁
以
下
。

前
掲
の
愈
致
衡
『
憲
法
』
の
復
刻
版
中
の
崔
鍾
庫
「
開
化
期
酬
法
学
書
解
題
」
に
は
他
の
教
科
書
と
し
て
融
致
衡
『
法
学
通
論
』

　
　
　
　
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
る
が
、
同
著
は
崔
鍾
庫
教
授
も
所
蔵
さ
れ
て
お
ら
ず
所
在
は
不
明
で
あ
る
。

愈
致
衡
『
憲
法
』
一
頁
以
下
。

大
韓
国
国
制
第
二
条
は
「
大
韓
帝
国
の
政
治
は
…
万
世
不
変
の
専
制
政
治
で
あ
る
」
と
し
て
い
た
。

穂
積
八
束
『
國
民
教
育
憲
法
大
意
』
一
八
九
六
年
八
尾
書
店
。

長
尾
龍
一
『
日
本
法
思
想
史
研
究
』
一
九
八
一
年
創
文
社
ニ
ニ
頁
、
参
照
。

こ
の
本
に
は
発
行
年
が
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
国
会
図
書
館
の
カ
タ
ロ
グ
に
よ
れ
ば
、
頁
数
か
ら
見
て
明
治
四
一
年
度
の
中
央
大

学
法
律
科
の
講
義
録
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
3
）
　
他
の
講
義
録
を
見
て
も
、

　
　
　
　
『
二
八
年
度
版
』

　
　
　
　
第
一
編
緒
論

　
　
　
　
　
第
一
章
公
法
ノ
概
念

　
　
　
　
　
第
二
章
　
國
家

　
　
　
　
　
第
三
章
　
國
膿

　
　
　
　
　
第
四
章
　
憲
法

　
　
　
　
『
四
〇
年
度
版
』

　
　
　
　
第
一
編
　
國
家

　
　
　
　
　
第
一
章
法
ノ
観
念

　
　
　
　
　
第
二
章
　
公
法
及
私
法

　
　
　
　
　
第
三
章
　
人
格
及
権
利
ノ
観
念
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第
四
章
　
國
家

　
第
五
章
　
國
禮

　
第
六
章
　
政
膿

　
第
七
章
　
憲
法

『
四
一
年
度
版
』

第
一
編
　
國
家

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

法
ノ
観
念

公
法
及
私
法

人
格
及
権
利

國
家

國
膿

政
髄

憲
法

　
と
な
っ
て
い
る
。

（
14
）
　
愈
致
衡
『
憲
法
』
一
〇
頁
。

（
1
5
）
　
同
一
一
頁
。
憲
法
を
「
政
体
を
規
定
す
る
」
と
述
べ
た
り
、
「
国
体
、
政
体
の
大
原
則
を
規
定
す
る
」
と
す
る
叙
述
は
不
明
確
で
あ

　
る
が
、
ど
ち
ら
も
穂
積
の
叙
述
に
基
づ
い
て
い
る
（
『
三
二
年
度
版
A
』
≡
二
頁
以
下
、
参
照
）
。

（
1
6
）
同
一
一
頁
以
下
。

（
1
7
）
　
『
二
九
年
度
版
』
二
三
頁
。
『
三
二
年
度
版
A
』
一
八
頁
で
は
「
国
体
ノ
区
別
ハ
主
権
ノ
存
在
ノ
区
別
」
で
あ
り
、
「
政
体
ト
ハ
統
治

権
ヲ
如
何
二
行
使
ス
ル
ヤ
ノ
形
式
問
題
」
で
あ
る
、
あ
る
い
は
「
国
体
ハ
主
権
所
在
ノ
問
題
ナ
リ
政
体
ハ
主
権
ノ
作
用
ノ
形
式
ノ
問
題
ナ

　
リ
」
と
説
明
さ
れ
、
『
四
一
年
度
版
』
に
お
け
る
「
統
治
権
ノ
所
在
」
に
よ
る
区
別
と
「
統
治
権
ノ
行
動
ス
ル
形
式
」
に
よ
る
区
別
（
五

　
一
頁
）
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

（
1
8
）
　
愈
致
衡
『
憲
法
』
一
二
頁
以
下
。

（
1
9
）
　
『
三
二
年
度
版
A
』
一
八
頁
以
下
お
よ
び
『
四
一
年
度
版
』
五
一
頁
以
下
。
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（
2
0
）
　
『
二
九
年
度
版
』
二
四
頁
。

（
2
1
）
　
愈
致
衡
『
憲
法
』
一
三
頁
。

（
22
）
　
同
一
四
頁
。

（
2
3
）
　
こ
こ
で
は
、
日
本
の
君
主
制
が
君
主
制
の
普
遍
的
な
形
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
穂
積
自
身
も
い
う
よ
う
に
、

　
「
國
髄
ハ
歴
史
上
ノ
結
果
」
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
（
『
二
九
年
度
版
』
二
四
頁
。
な
お
こ
こ
で
穂
積
は
、
国
体
の
種
類
に
は
「
主

権
力
無
形
ノ
國
膿
自
膿
二
存
シ
特
定
ノ
人
ヲ
以
テ
主
権
者
ト
為
ス
コ
ト
能
ハ
サ
ル
場
合
」
す
な
わ
ち
共
和
国
体
と
、
「
特
定
人
ヲ
以
テ
主

権
者
ト
為
ス
」
君
主
国
の
場
合
の
二
つ
の
み
が
あ
る
と
し
て
い
る
）
朝
鮮
に
お
い
て
も
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
国
体
の
存
在
が
考
え
ら
れ

　
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
内
容
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
24
）
　
愈
致
衡
『
憲
法
』
一
一
頁
。

（
2
5
）
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
統
治
の
主
体
」
に
関
す
る
部
分
で
、
か
れ
は
「
憲
法
に
明
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
権
が
君
主
に
存
在
す
る

　
の
で
は
な
い
。
君
主
は
自
己
固
有
の
権
力
に
よ
っ
て
憲
法
を
制
定
し
主
権
が
自
己
に
存
在
す
る
こ
と
を
宣
明
す
る
の
み
で
あ
る
」
（
一
五

　
頁
）
と
し
て
お
り
、
憲
法
は
君
主
の
明
示
さ
れ
た
意
思
を
意
味
す
る
と
い
っ
た
趣
旨
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
穂
積
の
『
憲
法
提

　
要
』
に
も
同
様
な
意
味
で
、
国
家
が
憲
法
を
も
っ
て
自
ら
の
国
体
や
政
体
を
宣
明
す
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
（
穂
積
八
束
『
憲
法
提
要

　
上
』
第
三
版
一
九
一
一
年
有
斐
閣
一
三
六
頁
）
。

ハ　　　　　　　　　35　34　33　32　31　30　29　28　27　26
）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　）

愈
致
衡
『
憲
法
』
一
頁
。

同
六
頁
以
下
。

『
大
意
』
二
頁
。

同
。石

田
雄
『
日
本
近
代
思
想
史
に
お
け
る
法
と
政
治
』
一
九
七
六
年
岩
波
書
店
一
七
六
頁
以
下
。

『
三
二
年
度
版
A
』
一
四
頁
。

同
一
八
頁
。
『
三
二
年
度
版
B
』
二
七
頁
以
下
も
同
旨
。

『
四
〇
年
度
版
』
一
九
頁
以
下
。

同
一
九
頁
。

『
四
一
年
度
版
』
二
一
頁
。
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（
3
6
）
　
穂
積
八
束
『
憲
法
提
要
上
』
四
四
頁
以
下
。

（
3
7
）
　
石
田
前
掲
一
六
七
頁
は
、
こ
の
連
結
を
「
本
来
近
代
自
然
法
的
思
惟
の
洗
礼
を
う
け
た
法
的
国
家
像
が
未
成
熟
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、

　
わ
ず
か
で
も
成
立
し
よ
う
と
し
た
近
代
自
然
法
的
思
惟
を
否
定
す
る
た
め
に
進
化
主
義
が
機
能
し
、
さ
ら
に
進
化
主
義
の
も
つ
両
刀
性
i

　
現
在
の
優
越
者
の
地
位
を
合
理
化
し
う
る
と
同
時
に
、
こ
れ
に
代
る
べ
き
新
し
い
勢
力
の
撞
頭
を
も
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
ー
を
除
去
し

　
て
、
有
機
体
の
名
に
お
い
て
現
存
秩
序
を
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

（
3
8
）
同
一
八
五
頁
。

（
3
9
）
同
一
七
五
頁
以
下
。

（
4
0
）
　
先
に
挙
げ
た
部
分
の
ほ
か
、
『
三
二
年
度
版
A
』
二
頁
等
に
も
こ
う
し
た
記
述
が
見
ら
れ
る
。
但
し
、
石
田
前
掲
一
七
五
頁
以
下
が

述
べ
る
よ
う
に
、
穂
積
自
身
は
『
憲
法
提
要
』
な
ど
で
も
有
機
体
説
に
批
判
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

（
4
1
）
　
栗
城
壽
夫
コ
九
世
紀
ド
イ
ツ
国
家
有
機
体
論
に
お
け
る
国
民
（
＜
o
鱒
）
思
想
の
機
能
」
（
磯
村
哲
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
『
市
民

　
法
学
の
形
成
と
展
開
上
』
一
九
七
八
年
有
斐
閣
所
収
）
は
、
こ
の
点
に
つ
き
「
国
家
に
法
的
人
格
を
認
め
る
か
或
い
は
国
家
を
有
機
体

　
と
見
る
か
は
、
国
家
有
機
体
論
と
国
家
法
人
論
と
分
つ
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
は
な
ら
な
い
」
（
一
六
三
頁
）
と
し
た
上
で
、
両
者
を
分
つ
メ

　
ル
ク
マ
ー
ル
を
国
民
の
人
格
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
点
に
見
出
し
て
い
る
。

（
4
2
）
　
金
孝
全
前
掲
四
六
九
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、
一
九
〇
八
年
に
加
藤
弘
之
の
『
強
者
の
権
利
の
競
争
』
の
翻
訳
で
あ
る
訳
者
未
詳
の
『
強

者
潮
権
利
競
争
論
』
」
義
進
社
が
出
て
い
る
。

（
4
3
）
　
梁
啓
超
の
朝
鮮
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
手
代
木
有
児
「
梁
啓
超
」
佐
藤
慎
一
編
『
近
代
中
国
の
思
索
者
た
ち
』
一
九
九
八
年
大
修
館

書
店
八
七
頁
等
、
参
照
。

（
4
4
）
　
梁
啓
超
の
国
家
有
機
体
説
に
つ
い
て
、
横
山
英
「
清
末
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
国
家
有
機
体
説
」
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
第
四
五
巻
一

五
七
頁
以
下
、
参
照
。

（
4
5
）
　
土
屋
英
雄
編
『
中
国
の
人
権
と
法
』
一
九
九
八
年
明
石
書
店
六
三
頁
、
参
照
。

（
4
6
）
　
佐
藤
慎
一
「
梁
啓
超
と
社
会
進
化
論
」
法
学
（
東
北
大
学
）
第
五
九
巻
第
六
号
一
六
三
頁
以
下
、
参
照
。

（
4
7
）
　
横
山
前
掲
一
六
六
頁
以
下
。

（
4
8
）
　
山
室
信
一
「
知
の
回
廊
－
近
代
世
界
に
お
け
る
思
想
連
鎖
の
一
前
提
1
」
（
溝
部
英
章
他
『
近
代
日
本
の
意
味
を
問
う
』
一
九
九
二

年
木
鐸
社
所
収
）
一
二
二
頁
以
下
。
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（
4
9
）
　
金
度
亨
『
大
韓
帝
国
期
到
政
治
思
想
研
究
』
一
九
九
四
年
刃
刈
・
祉
噌
祥
一
〇
〇
頁
。
当
時
、
自
然
法
論
な
い
し
契
約
論
と
有
機
体
論

　
を
対
比
し
て
取
り
上
げ
て
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
醇
泰
熈
「
憲
法
緒
言
」
大
韓
協
会
会
報
第
一
巻
第
三
号
三
〇
頁
以
下
、
同

第
五
号
二
八
頁
以
下
は
両
説
と
そ
れ
に
対
す
る
一
般
的
な
批
判
を
紹
介
し
、
国
家
を
』
定
の
土
地
に
定
着
し
固
有
の
権
力
に
よ
っ
て
結

合
さ
れ
る
人
民
の
団
体
」
と
し
て
い
る
。
な
お
、
日
本
で
も
穂
積
の
講
義
が
同
様
に
両
者
を
対
比
し
た
説
明
の
し
か
た
を
し
て
い
る
。

（
5
0
）
　
金
度
亨
前
掲
一
〇
〇
頁
。

（
51
）
　
愈
星
溶
『
法
学
通
論
』
復
刻
版
（
『
韓
国
近
代
法
制
史
料
叢
書
四
韓
国
開
化
期
法
学
教
科
書
一
』
一
九
八
一
年
亜
細
亜
文
化
社
）
七

　
五
頁
。

（
52
）
　
趙
聲
九
講
述
『
憲
法
』
一
九
〇
七
年
の
影
印
（
一
九
八
七
年
図
書
出
版
民
族
文
化
）
八
頁
。

（
5
3
）
　
同
二
二
頁
以
下
。

（
54
）
　
金
祥
演
講
述
『
憲
法
』
七
頁
。
な
お
同
著
は
金
孝
全
前
掲
四
六
三
頁
に
よ
れ
ば
、
一
九
〇
八
年
に
書
か
れ
た
ら
し
い
が
、
正
確
な
出

　
版
年
お
よ
び
出
版
社
は
同
著
自
体
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
55
）
　
『
公
法
會
通
』
の
復
刻
版
は
、
亜
細
亜
文
化
社
か
ら
『
韓
国
近
代
法
制
史
料
叢
書
三
』
と
し
て
一
九
八
一
年
に
出
て
い
る
。

（
5
6
）
　
O
器
ヨ
○
号
ヨ
①
く
O
鱒
①
凝
8
算
α
段
含
く
ま
巴
Φ
旨
窪
ω
鼠
簿
窪
巴
ω
勾
9
耳
ω
σ
⊆
9
量
お
窃
8
一
F
Z
曾
亀
凶
コ
鴨
⇒
一
・
。
①
N
ω
■
9
■

（
5
7
）
　
伯
倫
知
里
著
安
鍾
和
訳
『
國
家
学
綱
領
』
一
九
〇
七
年
廣
學
書
舗
。
金
孝
全
前
掲
四
三
八
頁
、
参
照
。

（
5
8
）
　
『
公
法
會
通
』
は
大
韓
國
國
制
の
起
草
の
際
に
も
参
考
に
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
田
恩
徳
『
韓
国
近
代
法
思
想
史
』
一
九
八
0

年
博
英
社
二
二
頁
、
崔
鍾
庫
『
韓
国
釧
西
洋
法
受
容
史
』
】
九
八
二
年
博
英
社
三
八
○
頁
、
参
照
。
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愈
致
衡
『
憲
法
』
七
頁
。

同
一
四
頁
以
下
。

同
一
八
頁
。

同
。同

一
七
頁
お
よ
び
一
二
頁
。

『
三
二
年
度
版
A
』
三
七
頁
以
下
、

同
二
八
頁
。

同
二
八
頁
以
下
。

等
。
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（
6
7
）
　
同
二
九
頁
。

（
6
8
）
　
同
三
〇
頁
。

（
6
9
）
　
同
。

（
7
0
）
　
『
三
二
年
度
版
B
』
二
〇
頁
以
下
で
は
、
穂
積
は
総
論
の
部
分
で
は
土
地
の
み
人
民
の
み
を
客
体
と
す
る
観
念
が
歴
史
的
に
存
在
し

　
た
と
い
う
指
摘
に
と
ど
ま
り
、
詳
し
い
言
及
は
「
国
土
」
お
よ
び
「
臣
民
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
叙
述
に
譲
っ
て
い
る
。

　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ
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　　　L

い
う
説
明
は
、

『
大
意
』
三
一
頁
、
『
二
九
年
度
版
』
四
〇
頁
等
。

愈
致
衡
『
憲
法
』
三
七
頁
。

『
二
九
年
度
版
』
四
七
頁
以
下
、
等
。

愈
致
衡
『
憲
法
』
四
一
頁
。

同
四
二
頁
。

同
。
穂
積
の
『
三
二
年
度
版
A
』
七
一
頁
に
は
ほ
ぼ
同
じ
記
述
が
あ
る
。

愈
致
衡
『
憲
法
』
四
四
頁
。
こ
れ
も
穂
積
『
三
二
年
度
版
A
』
七
一
頁
の
記
述
と
ほ
ぽ
同
じ
で
あ
る
。

『
三
二
年
度
版
A
』
七
二
頁
。

同
七
三
頁
以
下
。

同
七
七
頁
、
『
三
二
年
度
版
B
』
二
壬
二
頁
も
同
旨
。

『
二
九
年
度
版
』
四
五
頁
、
『
三
二
年
度
版
A
』
七
六
頁
以
下
、
『
三
九
年
度
版
B
』
ご
二
一
二
頁
以
下
、
『
大
意
』
三
八
頁
以
下
、
等
。

『
大
意
』
三
八
頁
。

同
三
九
頁
。

『
二
九
年
度
版
』
四
五
頁
以
下
。

愈
致
衡
『
憲
法
』
四
一
頁
。

例
え
ば
「
統
治
権
ハ
國
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
カ
ナ
リ
」
（
『
二
九
年
度
版
』
四
三
頁
）
、
「
國
ノ
主
権
ハ
臣
民
ヲ
保
護
ス
ル
方
法
ノ
一
ツ
ナ

（
『
三
二
年
度
版
A
』
七
二
頁
）
、
等
。

「
國
家
ノ
沿
革
上
目
的
ト
シ
テ
存
在
ス
ル
所
以
ハ
國
民
ノ
保
護
ニ
ア
リ
ト
云
フ
事
ヲ
得
ベ
シ
」
（
『
三
二
年
度
版
B
』
一
二
八
頁
）
と

　
　
　
　
愈
の
説
明
に
似
る
が
、
そ
こ
で
も
こ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
だ
説
明
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
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三
・
四
号
特
に
八
八
頁
以
下
、

（
94
）

（
95
）

　
と
私
法
の
区
分
を
用
い
た
か
れ
の
理
論
は
、

　
の
訣
別
と
し
て
の
ド
イ
ツ
の
公
的
国
家
説
を
受
容
し
た
も
の
で
あ
り

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

栗
城
前
掲
一
五
二
頁
。

猷
致
衡
『
憲
法
』
三
一
頁
。

『
三
二
年
度
版
B
』
一
〇
三
頁
。

『
三
二
年
度
版
A
』
五
七
頁
。

愈
致
衡
『
憲
法
』
四
〇
頁
。

中
山
道
子
「
政
治
の
領
域
1
ま
た
は
”
憲
法
学
の
領
域
”
に
つ
い
て
の
一
考
察
1
　
（
五
・
完
）
」
国
家
学
会
雑
誌
第
一
二
巻
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
照
。

『
三
二
年
度
版
A
』
一
四
頁
以
下
。

穂
積
の
理
論
を
「
近
代
的
」
と
捉
え
得
る
の
か
に
は
、
勿
論
大
き
な
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
便
宜
」
的
と
は
い
え
、
公
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
法
と
は
異
な
る
権
力
関
係
と
し
て
公
法
領
域
を
説
明
す
る
点
で
、
私
法
的
な
国
家
観
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
そ
の
限
り
で
は
、
「
近
代
的
」
な
側
面
を
有
す
る
も
の
と
位
置
づ
け

　
　
　
　
　
　
な
お
、
穂
積
の
公
法
概
念
に
つ
い
て
塩
野
宏
『
公
法
と
私
法
』
一
九
八
九
年
有
斐
閣
二
二
頁
以
下
、
参
照
。

愈致衡と穂積八束
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